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主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告

(1) 被告が平成１５年１０月９日付けでなした原告に対する公務外災害認定

処分を取り消す。

(2) 訴訟費用は，被告の負担とする。

２ 被告

(1) 本案前の答弁

ア 原告の訴えを却下する。

イ 訴訟費用は，原告の負担とする。

(2) 本案の答弁

主文と同旨

第２ 事案の概要等

１ 本件は，静岡県小笠郡α立β小学校に勤務する養護学級担任の教諭であった

Ｐ１が，平成１２年８月２日に実家作業小屋内において縊死したことに関し，

Ｐ１の母であり，その相続人である原告が，Ｐ１の自殺は，β小学校における

養護学級担任の教諭としての公務が過重であり，その精神的緊張と重圧によっ

てうつ病に罹患したことにより引き起こされたものであって，公務に起因する

ものであるとして，被告に対し，地方公務員災害補償法に基づく公務災害の認

定を請求したところ，被告が平成１５年１０月９日付けで公務外の災害である

と認定した（以下「本件処分」という。）ため，同処分の取消しを求めた事案

である。

２ 前提となる事実
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以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠上容易に認めることができる

（証拠によって認めた事実は，認定事実の後に，認定の根拠となった証拠をか

っこ書きする。）。

(1) Ｐ１（昭和▲年▲月▲日生）は，昭和５４年４月１日に静岡県静岡市公

立学校教員として採用され，その後，静岡県内の小学校において勤務し，平

成１１年４月１日からはβ小学校教諭として勤務していた（甲２０の１）。

原告は，Ｐ１の母であり，その相続人である。

(2) β小学校におけるＰ１の職務内容

ア Ｐ１は，前任のγ小学校において，平成９年度に級外として養護学級

（学校教育法７５条１項１号が定める「知的障害者」のための「特殊学

級」をいう。以下同じ。）での授業を週３ないし４時間受け持つことによ

り初めて養護教育に携わるようになったところ，平成１０年度には自らの

希望により同学級の担任となり，２年と４年の男子児童２名を受け持った。

イ Ｐ１は，平成１１年度も引き続きγ小学校で養護学級の担任として勤務

することを希望していたが（弁論の全趣旨），中学校か養護学級新設の小

学校への異動の話を受け，平成１１年４月，養護学級が新設されたβ小学

校に転勤した。

ウ Ｐ１は，β小学校において，新設された養護学級の担任となり，知的発

達停滞児の１年生男子２名，Ｐ２及びＰ３（以下「在籍児童Ｐ２」，「同

Ｐ３」という。在籍児童Ｐ２は自閉的傾向あり。）に対する生活単元・教

科学習を中心とした教育指導，また，他学年との交流教育，日常生活指導，

就学指導の内容及び計画等に係る職務を行っていた。

(3) 体験入学の実施

平成１１年７月，児童福祉法に基づく法的措置により，親元から離れ，児

童福祉施設δ（以下「δ」という。）に入所し，そこに併設されている県立

ε養護学校（学校教育法７４条が県に対し設置を義務付けている「知的障害
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者」のための「特殊学校」）ζ分教室（以下「ζ分教室」という。）に通っ

ている１年生男子，Ｐ４（以下「体験児童」という。）の保護者から，体験

児童を引き取って地元のβ小学校の養護学級に通わせたいとの希望が申し入

れられたことを契機に，児童相談所は，δの関係者と協議の結果，β小学校

の受け入れが可能ならば，試験的に体験児童を親元に戻し，β小学校の養護

学級に通わせて様子をみた上で，措置解除の可否を決したいとの方針を固め，

同年９月，α教育委員会にその意向を伝えた結果，同年１２月，α就学指導

委員会の指導のもとに，平成１２年１月２０日から同年２月２日まで試験的

に親元に戻した体験児童を，その期間中β小学校の養護学級に通学させてみ

るという，いわゆる体験入学（以下「本件体験入学」又は単に「体験入学」

という。）をすることとなり（甲１０１の２），予定どおりこれが実施され

た。

(4) 体験児童についての転入申請の取下げ

本件体験入学が終了した２日後である平成１２年２月４日，体験児童の親

は前記(3)の転入希望を取り下げ，このことは間もなくＰ１にも伝えられた。

(5) うつ病

Ｐ１は，平成１２年２月２１日，Ｐ５クリニックを受診したところ，Ｐ５

医師により，心因反応によるうつ状態と診断され，以後同クリニックで薬物

治療及び精神療法による通院治療を受けていたが，症状が改善しないため，

同年４月２１日から７月１９日まで特別休暇を取得し，６月３０日からは，

それまで単身で居住していたアパートではなく，両親が居住する実家で生活

するようになった。

(6) Ｐ１の自殺

Ｐ１は，平成１２年８月２日午前５時ころ（推定），原告宅（実家）の西

側作業小屋内において縊死した（以下「本件災害」という。）（甲７ないし

９〔枝番号を含む。〕，２５，５２の２）。
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なお，Ｐ１の寝室内にあったカバンの中から発見されたノートには，同人

の筆跡で，次のような記載があった（甲１０，２６の１）。

「お母さん，お父さん，Ｐ６君，Ｐ７さん，Ｐ８さん，Ｐ９くん，Ｐ１０

くん，みんな，みんなありがとう。めいわくをかけること，申し訳なく心苦

しいですが，今の私は，苦しくて仕方ありません。逃げることで，皆にも過

大な負担をかけてしまうことお許しください。主治医のＰ５先生には，２月

以来，大変よくしていただきました。たびたびのパニック発作にも冷静に対

応していただきお礼の気持ちでいっぱいです。」

(7) 本件訴訟に至る経緯

ア Ｐ１の父であり，かつ原告の夫でもあるＰ１１は，平成１２年１１月２

０日，被告に対し，Ｐ１の自殺は，同女が勤務していたβ小学校における

養護学級担任の教諭としての公務が過重となり，その精神的緊張及び重圧

によってうつ病に罹患し，自殺念慮発作によって引き起こされたものであ

るとして，地方公務員災害補償法（以下「地公災法」という。）に基づき

公務災害認定の請求（以下「第一次請求」という。甲６，乙１）をしたが，

被告は，Ｐ１は自殺前の職務によって精神疾患を発症して自殺に至ったも

のとは認められないとして，平成１４年３月１５日付けで公務外の災害で

あると認定した（以下「第一次処分」という。乙２の１）。Ｐ１１は，こ

の処分を不服として，地方公務員災害補償基金静岡県支部審査会に対して

審査請求をしたが（乙３），同審査会は，平成１５年５月１３日付けで同

審査請求を棄却する旨の裁決をし（乙４の１），同裁決は，同月１５日に

Ｐ１１の代理人弁護士に通知されたが（乙４の２），Ｐ１１は地公災法所

定の３０日の期間内に地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求

をしなかった。

イ その後，原告は，平成１５年８月１８日，被告に対し，第一次処分にか

かる請求と同じく，Ｐ１の自殺は，同女が勤務していたβ小学校における
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養護学級担任の教諭としての公務が過重となり，その精神的緊張及び重圧

によってうつ病に罹患し，自殺念慮発作によって引き起こされたものであ

るとして，公務災害認定の請求（以下「本件請求」という。）をしたが

（乙５），被告は，平成１５年１０月９日付けで同請求は認められない旨

の本件処分をした（甲１）。

原告は，本件処分を不服として，同年１１月１１日，地方公務員災害補

償基金静岡県支部審査会に対して審査請求をしたが（乙６），同審査会は，

平成１６年３月１０日付けで同審査請求を棄却する旨の裁決をした（甲２，

乙７）。原告は，さらに，同月２２日，地方公務員災害補償基金審査会に

対し再審査請求を行い（甲３），その後３か月を経過しても同審査会の裁

決はなかったため，本件訴えを提起した。

３ 争点

(1) 本案前の争点

原告の本件訴えは第一次処分の不可争力との関係で適法か。

(2) 本案に関する争点

Ｐ１の自殺と公務との間に公務起因性（相当因果関係）があるか。

第３ 争点に関する当事者の主張

１ 争点(1)（本件訴えの適法性）

(1) 被告の主張

ア 原告からの本件訴えを適法なものであると認めることは，法が行政処分

の効力は法定の不服申立期間経過後は争えないものとし，取消訴訟につい

て出訴期間を定めた意味を無にするものであるから，許されないというべ

きである。その理由は，次のとおりである。

行政処分の不可争力が認められる根拠は，公定力によって仮に通用して

きた行政処分の効力を法定の不服申立期間経過後は終局的に通用させよう

とすることにある。したがって，第一次請求者であるＰ１の父親であるＰ
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１１に対して第一次処分（平成１４年３月１５日付け公務外認定処分）が

なされて，これに不可争力が生じたにもかかわらず，新たな事実の発見な

ど特段の事情がないのに，その数か月後に，請求者をＰ１の母親である原

告に代えただけで，第一次請求と全く同じ内容の公務災害認定請求を許容

することは，第一次処分に不可争力を認める現行法制度の趣旨に反するも

のである。

すなわち，実質的には，Ｐ１１の公務災害認定請求と原告の公務災害認

定請求とは全く同一の内容であるところ，Ｐ１１に対して平成１４年３月

１５日付けでなされた公務外認定処分については，既に不可争力が生じ，

処分の効力を争えなくなっている。それにもかかわらず，原告は，本件取

消訴訟を提起することにより，Ｐ１１に対する処分と矛盾する内容の行政

処分を求めているのであり，このような訴えは，第一次処分に不可争力を

認める現行法制度の趣旨に反するものである（本件災害が，Ｐ１１に対す

る関係では公務外の災害となり，原告に対する関係では公務上の災害とな

るということは，理論的にもあり得ないはずである。）。

また，原告からの再度の公務災害認定請求に対する公務外認定処分に対

して取消訴訟を認めることになると，行政処分の取消訴訟について出訴期

間を設けたことの意味が失われてしまう。

以上の理由により，本件取消訴訟は許されないから，原告の本件訴えは

却下すべきである。

イ この点，原告は，地公災法に基づく遺族補償年金の受給権が父母それぞ

れにあることから，その一方に対して公務外認定がなされ不可争力が生じ

たとしても，他方の権利が奪われることはない旨主張する。

しかしながら，地公災法に基づく遺族補償年金の請求であっても，地公

災法施行規則３１条１項は，代表者を選任することができないやむを得な

い事情のない限り，「遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あ
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るときは，これらの者は，そのうちの１人を遺族補償年金の請求及び受領

についての代表者に選任しなければならない。」と規定して，受給権者ら

が足並みをそろえることを要求している上，本件で原告及びＰ１１が求め

たのは，本件災害が公務上か否かであって，発生した受給権の額と帰属と

が問題となる遺族補償年金の請求の可否と異なり，Ｐ１１にとって公務外

の災害が，原告にとって公務上ということはあり得ないから，公務上外の

認定処分は理論上一つの処分であると考えざるを得ないのであって，原告

の再度の公務災害認定請求は紛争の蒸し返しといわざるを得ず，これに不

可争力を及ぼすことは何ら不当なものではない。

また，原告代理人とＰ１１の代理人が同一であることからも明らかなと

おり，Ｐ１１の公務災害認定請求は，原告の了解の下に行われているので

あり，Ｐ１１が上記請求において原告に不利益な活動を行った等の特段の

事情が窺われない本件においては，原告とＰ１１は実質上一体と解される

のであって，この点でも，原告の上記主張は認められないというべきであ

る。

(2) 原告の主張

被告は，本件訴訟が，Ｐ１１がした公務災害認定請求に対する公務外認定

処分に生じた不可争力に抵触するものであり，却下されるべきであると主張

しているが，以下の各点に照らせば，これが失当であることは明らかである。

ア 被告の主張は条文解釈上成り立たないこと

(ア) なるほど，行政処分に不可争力が認められ，かつ，その趣旨が，公

定力によって仮に通用してきた行政処分の効力を法定の不服申立期間経

過後は終局的に通用させようとすること，つまり行政法律関係の早期安

定にあることは被告の主張するとおりである。

しかし，行政処分の不可争力なるものは，何も行政処分が「本質的

に」「理論上当然に」有している効力などではない。そのことは，現在
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の行政法判例及び学説において異論なく承認されている。つまり，不可

争力というのは，単に，法律上一定期間経過後は行政処分の効力を裁判

（ないし行政上の不服申立手続）において争えないとされている（要す

るに出訴期間等の制限。行政不服審査法１４条，行政事件訴訟法１４条

等参照）ことを，講学上の概念として言い換えたものにすぎず，その効

力をどの範囲まで認めるべきかは，この制度の存在自体からは何ら導か

れないのである。

(イ) そもそも，憲法３１条は法の適正な手続を保障し，同法３２条は国

民に裁判を受ける権利を保障しているのであって，その結果，国民には

行政の不法な行為に対して公正中立な裁判による救済を受ける権利が基

本的人権として保障されている。そして，上記の「法の適正な手続」の

保障の本旨は，国民が国から不利益な処分を受けるに際しては，十分な

弁解防御の機会が与えられることを含んでおり（最高裁昭和３７年１１

月２８日大法廷判決・刑集１６巻１１号１５９３頁），その趣旨は，公

務外認定処分のような行政法律関係にも当然に及ぶものである（最高裁

平成４年７月１日大法廷判決・民集４６巻５号４３７頁）。

これに対し，単に法律上の制度に止まる不可争力は，国民が行政庁の

不法な行為を争う機会を制限するものであり，上記の（「法律」の上位

規範である）「憲法」上の権利と強い緊張関係に立つことが明らかであ

るから，その効力はむしろ謙抑的に考えなければならない。

(ウ) 地公災法は，公務災害認定請求と遺族補償年金等の請求を一応別個

のものとして規定しており，公務災害認定請求権は，第一次的には，あ

る公務員が被った災害が公務災害であるとの認定を求めるものであるが，

それはあくまでも地公災法における各般の補償を受けるための手段に過

ぎず，したがって，何人がこの認定請求権を有するかは，本体となる補

償請求権（本件でいえば遺族補償年金等の請求権）が誰に帰属するかに
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よって決まることとなる。

しかるところ，地公災法は，「遺族補償年金を受けることができる遺

族は，職員の（中略）父母（中略）であって，職員の死亡の当時その収

入によって生計を維持していたもの」（３２条）と規定して，父・母と

いう別個の法的人格者それぞれに遺族補償年金の受給権を認め，さらに，

「遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは，遺族補

償年金の額は（中略）その人数で除して得た額とする。」と規定し（３

３条２項），複数の受給権者を一括して取り扱わないものとして，遺族

補償年金が父母それぞれに別個独立に帰属していることを明らかにして

いる。

そして，このように，本体をなす遺族年金の補償請求権が父母それぞ

れに帰属する以上，その実現のための手段的な権利である公務災害認定

請求権もまた，父母それぞれに独立的に帰属するのであって，その一方

の認定請求に対し公務外の認定がなされ，これに不可争力が生じたとし

ても，他方の親が公務災害認定請求権を奪われるいわれはないというべ

きである。

すなわち，前記のとおり，父母それぞれに公務災害認定請求権が与え

られながら，手続への参加が必ずしも制度的に保障されていない他人の

手続を根拠に，その権利が奪われるとすれば，国民「各人に」適正手続

を保障し，裁判を受ける権利を保障して，行政の不法な行為から救済さ

れる機会を保障した憲法３１条，同法３２条の趣旨に反することとなる

のである。

(エ) 以上のような考え方は，法文に即して厳密に考えても十分正当性を

もつものである。

この点，被告は，「遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上

あるときは，これらの者は，そのうち１人を遺族補償年金の請求及び受
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領についての代表者に選任しなければならない。」と規定する地公災法

施行規則３１条１項の存在を指摘するが，この規定は，法文上「遺族補

償年金を受ける権利を有する者」として，権利の存在が確定している，

つまり公務災害認定が既になされていることを前提に，年金等の請求や

受領については代表者を定めるよう要求したものにすぎず，公務災害認

定請求の段階についてまで代表者の選任を求めるものではない。そして，

地公災法ないし同法施行規則上，公務災害認定請求そのものについて代

表者の定めを要求する規定は全くない。

このことは，地方公務員災害補償基金業務規程（以下「業務規程」と

いう。）を考え併せればより一層明確になる。

すなわち，業務規程は，公務災害認定請求と補償の請求とを別個のも

のとして規定しているところ，業務規程１５条３項但書は，遺族補償年

金の請求の際に併せて公務災害認定請求がなされた場合には，一定の書

類の省略を認めているが，「代表者の選任」に関する書面の省略は認め

ていない。仮に，公務災害認定請求そのものについても代表者の選任を

求めるのであれば，遺族補償年金の請求に関しても代表者選任について

の書面の省略が認められてよいはずであり，そのような省略が認められ

ないことに，地公災法ないし同法施行規則が公務災害認定請求について

代表者の選任を要求していないことが端的に現れているというべきであ

る。

(オ) 制度の運用においても，そもそも遺族全体が足並みをそろえて公務

災害認定請求をすることなど予定されていない。すなわち，公務災害認

定請求書（甲６）には，公務災害認定請求に際して添付されるべき資料

の記載があるが（甲６の「添付する資料」欄），ここには「代表者を選

任した旨を証明することができる書類」のような記載はないし，現にＰ

１１がそのような書面を添付したこともなければ，要求されたこともな
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かったのである。

このように，地公災法は，遺族補償年金の受給権が既に確定している

ような場合には，同年金の受け渡しそのものについては受給者側の窓口

を一本化するという専ら事務手続上の便宜を図る目的で上記規定を置き，

他方で，公務災害認定請求権のような，より根本的な事柄については代

表者の選任というような一本化を制度として設けず，個々の権利者にお

いて，個別に請求することを認めているのである。

イ 被告の主張は，公務災害であるか否かという客観的「真実」と公務災害

認定という主観的な意思表示を混同するものであり，不当であること

被告は，「本件災害が，Ｐ１１に対する関係では公務外の災害となり，

原告に対する関係では公務上の災害となるということはあり得ないから，

公務上外の認定処分は理論上一つの処分である」と主張し，これを前提に，

Ｐ１１に対する第一次処分の不可争力により本件訴訟は遮断される（つま

り，本件訴えを却下すべきである）と主張する。

なるほど，ある公務員の受けた災害が公務上か否かは，「客観的な真

実」としては一つの結論しかあり得ず，それゆえ，Ｐ１の受けた災害がＰ

１１にとっては「公務外」であり，原告にとって「公務上」ということは

「客観的な真実」としてはあり得ない。

しかしながら，Ｐ１１に対する公務外認定処分は，行政庁が本件災害を

公務外と「認定」したという「意思表示」に過ぎず，たとえこの処分に不

可争力が生じたとしても，それはＰ１１自身は本件災害が公務外であるこ

とを手続上争えないというだけのことであり，「何人に対する関係でも」

公務外ということが「真実とみなされる」わけではない。

そして，原告の公務災害認定請求に対して，被告が公務上と認定するか

公務外と認定するかは，まさしく被告の「認定判断」という意味では「主

観的」なものに過ぎない。たとえ，Ｐ１１と原告が全く同じ主張・証拠を
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提出したとしても，被告は，Ｐ１１に対する処分とは異なり公務上の認定

をすることに理論上何の障害もない。公務上外の認定は極力「客観的」で

あるべきだとしても，本件のような事実関係の複雑な事案においては，行

政庁において熟慮の上先のＰ１１に対する処分と原告に対する処分とが別

異になることは当然にあり得るし，またあらねばならないのである。被告

がそのようなことはあり得ないと強弁するならば，それは「客観的認定」

と「機械的認定」とを混同するものであり，適正妥当な公務災害認定をす

べきものとした地公災法の趣旨に，明らかに反することとなる。

その意味で，被告の主張は，Ｐ１１に対する公務外認定処分の不可争力

が原告にも及ぶ（そのため，原告は本件災害を公務上のものと争えなくな

る結果，原告にとって本件災害が公務外であることが「真実」とみなされ

るような外観を呈する。）という，いわば「結論の先取り」を認めて初め

て成り立ち得るものに過ぎない。

以上のとおり，被告の上記主張は，本件災害が公務上か公務外かという

「客観的な真実」と，これに対する行政庁の「認定判断」という主観的な

作用とを混同したものであり，理論的に誤っているというべきである。

２ 争点(2)（公務起因性の有無）について

(1) 原告の主張

ア 精神疾患による自殺案件の公務起因性の判断基準

(ア) 地方公務員災害補償制度（以下「地公災補償制度」という。）につ

いて

地公災補償制度は，労働災害補償制度と基本的性格を同じくするもの

であり，沿革的には責任保険として出発したが，その後の改正等により，

生活保障重視による保障の充実拡大がなされ，現在では労働権・生存権

の保障を基本理念とするに至っている。

すなわち，地公災法１条に，「この法律は，（中略）地方公務員等及
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びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」

とあるのは，地公災補償制度が，生活保障，生存権，勤労権を重視した

法定救済制度であることを示すものである。

(イ) 公務起因性の判断について

地公災補償制度の上記のような趣旨からすると，公務と疾病との間の

因果関係（公務起因性）は，民事損害賠償制度における相当因果関係よ

りも緩やかに解すべきであり，積極的に被災者を救済する姿勢，すなわ

あち疑わしきは被災者救済のためにという姿勢で運用すべきである。

具体的には，公務が原因となってうつ病を発症した上，うつ病の症状

である自殺年慮から自殺に至った場合には，当該自殺と公務との間の相

当因果関係を認め，当該自殺には公務起因性があるものと解すべきであ

る。

そして，この場合，うつ病の発症が公務による負荷を唯一の原因とす

る必要はなく，公務による負荷が他の原因と共働原因となって，うつ病

を発症もしくは増悪させたと認められる場合にも，公務起因性が認めら

れるべきである（共働原因説）。とりわけ，うつ病の発症については，

状況因と個体側の要因が密接不可分に結びついていることを考えれば，

公務による負荷と個体側の要因を切り離してどちらが原因であるかを論

じることは誤りというべきである。

(ウ) 仮に共働原因説によらない場合にとるべき判断基準

うつ病の発生メカニズムについては，未だ十分には解明されていない

が，現在の医学的知見によれば，精神破綻が生じるか否かは，環境由来

のストレスと個体側の反応性，脆弱性（個体側の要因）との関係で決ま

り，ストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害が

起きるし，逆に脆弱性が大きければストレスが小さくても破綻が生ずる

とする「ストレス－脆弱性」理論が合理的であるとされている。この
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「ストレス―脆弱性」理論は，「病的エピソードは，脆弱性と生活上の

ストレスとの相関関係によって起きる」とする考え方であり，病的エピ

ソードが起きる原因を，外因，内因，心因の三分説のように脆弱性か生

活上のストレスかの二者択一で決めてかかる考え方を否定し，克服する

考え方である。

このような「ストレス―脆弱性」理論の正しい理解を前提とすれば，

業務（公務）とうつ病の発症・増悪との間の相当因果関係を判断するに

当たっても，発症前の業務内容及び生活状況並びにこれらが労働者に与

える心理的負荷の有無及びその程度，さらには，当該労働者の基礎疾患

等の身体的要因や，うつ病に親和的な性格等の個体側の要因などを具体

的かつ総合的に考察した上で，これをうつ病の発症・増悪の要因等に関

する医学的知見に照らし，社会通念上，当該業務が労働者の心身に過重

な負荷を与える態様のものであり，これによって当該業務にうつ病を発

症・増悪させる一定程度の危険性が存在すると認められる場合には，業

務とうつ病の発症・増悪との間の相当因果関係を肯定するのが妥当であ

る。

そして，社会通念上，当該精神疾患を発症・増悪させる一定程度以上

の危険性の有無については，企業に使用される労働者の性格傾向が多様

なものであることに照らし，被災労働者とその家族・遺族の生活の補償

を主たる目的とする労災補償制度の趣旨に鑑みて，同種労働者（職種，

職場における地位や年齢，経験等が類似する者で業務の軽減措置を受け

ることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者）の中でその性格傾

向が最も脆弱である者（ただし，同種労働者の性格傾向の多様さとして

通常想定される範囲内の者）を基準とするのが相当である。そして，

「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とする」と

いうことは，被災労働者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の多様さと
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して通常想定される範囲を外れるものでない限り，当該労働者を基準と

して，当該業務に「社会通念上，当該精神疾患を発症・増悪させる一定

程度以上の危険性」があったか否かを判断すればよいこととなる（名古

屋地裁平成１３年６月１８日判決・労働判例８１４号６４頁）。

この点，被告は，「原告のような見解をとると，本人が当該公務に強

いストレスを感じれば，たとえ同種労働者にとってはうつ病を発症させ

るほどのストレスがない場合でも，常に公務災害ということになってし

まうが，このような場合にまで納税者の全額負担で手厚い補償を行うと

いうことは，災害補償制度の趣旨に全くそぐわない。」と主張するが，

原告の上記見解は，「被災労働者の性格傾向が同種労働者の性格傾向の

多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り，当該労働者

を基準とする」というものであって，全く無限定に，当該被災者本人が

どのような性格傾向や健康状態であろうとも，本人が感ずるままに業務

（公務）の過重性を捉えればよいとしているわけではないから，被告の

上記批判は当たらないというべきである。

イ 本件の公務起因性

(ア) Ｐ１の性格傾向

Ｐ１については，几帳面で一つのことにとことん取り組むタイプであ

ったとの評価もあり（甲３２），うつ病親和的な性格であったようにも

思えるが，一方で，平成８年１０月の健康診断（甲２８の１）では，ス

トレス耐性は「良好」とされ，性格もタイプＢ１「のんき」に分類され，

平成１１年７月の健康診断（甲２８の２）においても，ストレス耐性は

「普通」であり，性格もタイプＢ２「社会の価値観にしばられない」に

分類されており，通常人の範ちゅうを超えるものでは決してない。

(イ) Ｐ１の健康状態

平成１０年度の定期健康検診（甲２８の２）によれば，ほとんどの項
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目で「Ａ」とされており，健康面での不安は全くなかった。体力測定で

も実年齢よりも約１０歳若く評価され，「Ａ」となっている。また，Ｐ

１は，登山や旅行を趣味としており，南アルプスをはじめとする国内の

山々はもとより，ヨーロッパアルプスなど海外の登山も経験していた

（甲３５，５７〔枝番号を含む。〕，１４８ないし１５０）。したがっ

て，Ｐ１にその年齢以上の体力があったことは優に認められる。

(ウ) Ｐ１の業務の過重性等と発症の経緯

ａ 教職員の勤務実態と障害児教育の特殊性，困難性

(ａ) 教職員一般の勤務実態

そもそも教職員一般の勤務実態・健康状況の特徴として，休憩時

間が確保されない過密・連続勤務であり，教職員自身が身体疲労を

感じながら懸命に仕事をしている点を指摘できる。

これは，持ち帰り仕事や休日勤務が多く，肉体的に慢性疲労を引

き起こしやすいこと，仕事の内容として，未成年の子供に接するこ

とで対人ストレスを受け続けること，子供相手の仕事であるため，

機械的な労働時間の割り振りができず，自分で働き方を決められな

いことからの拘束感が強いこと等が原因であると思われる。

統計的にみても，職務における過重なストレスからうつ病などの

精神疾患で休職を余儀なくされた教職員の数は，近時驚くほど激増

している。すなわち，全国の公立小中高の教職員の中で，平成１６

年度の病気による休職者数は６３０８人で，そのうち精神疾患によ

る休職者は３５５９人（病気休職者比５６．１パーセント）であっ

たが（甲１３２），最近発表された文部科学省の調査結果によれば，

平成１７年度には，その数は前年度比６１９人も増え，過去最多の

４１７８人に上った。これは，１０年間で約３倍の急増であり，病

気休職者比も平成８年度の３７パーセントから６０パーセントに急
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増している。その背景として，文部科学省も「多忙や保護者・同僚

との人間関係など，職場の環境が年々厳しくなっていることが考え

られる」とコメントせざるを得ない状況である（甲１５４，１５

５）。

このように，そもそも教職員の職場環境自体がうつ病等精神疾患

を多発させる厳しさがある中で，障害児教育，特にＰ１が携わって

いた障害児学級における教育については，更に次のような特殊性・

困難性等が指摘できる。

(ｂ) 障害児教育において求められる専門性等，障害児教育特有の職

務の困難性

まず，障害児教育においては，医学・心理学・社会保障学・社会

福祉学等の諸科学において解明されてきた事柄の，少なくともその

基礎的部分については正確な知識を持つ必要があり，その教育に携

わる教員にも本来高い専門性が求められている。

また，障害児教育は歴史が浅いために，例えば，子供に合った教

科書がなく，教師が独自に教材開発をしなければならないといった，

「ハウ・トゥー」的技術では対応できない実践上の困難性が存在す

る。

さらに，子供１人ひとりの発達・障害・個人差の違いが大きいた

め，教師が１人ひとりの子供を理解するために，１学期，１年とい

う時間が必要な場合もある（甲１１８）。

ｂ 障害児学級における職務の特殊性，困難性

以上のとおり，障害児教育一般には高い専門性，オリジナルな教育

実践上の工夫が求められるところ，普通学校における「障害児学級

（養護学級）」では，更に以下のような職務の特殊性，困難性を指摘

することができる。
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(ａ) 普通学校は，普通学級中心に運営がなされていること

まず，養護学級が普通学校内に設置されていることによる難しさ

がある。

普通学校においては普通学級を中心に学校運営がなされ，学習内

容においても，学校行事においても，障害を持たない子供を前提に

予定が組まれている。そのため，養護学級の教諭は，このような学

校運営の中で，養護学級及びその児童の「居場所」を確保するべく

調整を図る必要が生じる。例えば，「運動会」「遠足」といった学

校行事がある場合，そもそも当該行事に参加するか否か，参加する

としてどの程度関わるか，どのようなフォローが必要かという点ま

で担任教諭は配慮しなければならない。時には，普通学級の児童か

ら養護学級在籍児童に対する心ないいじめが加えられることもあり，

そのような子供同士の無理解を解消する必要も生じる。

さらに，養護学級，障害児に対する無理解は，児童のみならず教

員の中にも存在することがある。前記のとおり，障害児教育は本来

高い専門性を必要とする分野であり，それに携わらない一般教員に

は障害児教育の特殊性を理解し得ない部分があるため，そのような

無理解との摩擦を解消していく必要も生じるのである。

(ｂ) 養護学級担任の孤立

一般教員に障害児教育の特殊性をなかなか理解してもらえないと

ころから，同僚教員の中で養護学級担任の教諭が孤独感を感じざる

を得ない場合もある。本来，高い専門性が求められる教育内容であ

るにもかかわらず，障害児教育について特段の前提知識や経験を有

せず現場に飛び込んでいかざるを得ない教員にとって，養護学級担

任同士の情報交換，励まし合いといったコミュニケーションは不可

欠である。ところが，養護学級担任の数自体が少ない上，本件のよ
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うに，一校につき養護学級が一つしかない場合，養護学級の教諭は

孤立無援といった状態に陥りやすい。

(ｃ) 親に対する配慮

また，児童の親との関係にも慎重な配慮が必要とされる。一般的

に，障害児の親は，苦渋の決断の末，子供を養護学級へ入級させる

ことが多く，入級後も子供の成長，学校教育に対する関心，期待感

には並々ならないものがある。そのため，親との関係で生じる担任

教師のプレッシャーも普通学級のときとは比べものにならないほど

大きく，担任教師が親と信頼関係を築くことができれば，それは大

きな収穫であるが，それができないと逆に大きな負担となる。

ｃ Ｐ１の職務における更なる特殊性，困難性

さらに，Ｐ１のβ小学校における職務は，障害児教育一般の困難さ

に加え，Ｐ１自身が養護学級担任になってわずか２年目と経験が浅か

ったこと，それにもかかわらず転任したばかりのβ小学校において，

新設の養護学級を任され，同学級の立ち上げとその運営を軌道に乗せ

るという極めて重い職責をＰ１一人で担っていたものである。

ｄ 本件体験入学以前にＰ１が受けていた職務上の精神的負荷

(ａ) γ小学校からβ小学校への不本意な転任

Ｐ１は，平成１０年度にγ小学校で養護学級を初めて担任し，児

童指導上大きな成果を収め，保護者との信頼関係も一年がかりで築

き上げており，本来であれば，次年度もそのまま持ち上がりで同学

級を担任するはずであったのに，平成１１年４月，不本意にもβ小

学校への異動を余儀なくされた。Ｐ１は，このような不本意な気持

ちをずっと引きずっていたわけではなかったものの，本件体験入学

に至る出発点はこのような不本意な異動にあったわけで，後にＰ１

が受けることになる体験入学での精神的負荷の質や量に，この不本
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意な異動によって受けた精神的負荷も多いに関係しているとみるべ

きである。

(ｂ) 就学指導委員からの排除

就学指導委員会は「より適切な就学指導を行うため」に設置され，

「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の心身の故障の種類，

程度などの判断について調査及び審議を行う」ところであり，特殊

教育の対象者であるか否かの判断だけでなく，どの学校のどの学級

で，どのような教育を受けるのが適切かの判断もすることになるた

め，直接子供との関わりを持っている地域の障害児学級担任を同委

員会の委員に任命するのが通常である（甲１１８・１１頁）。

ところが，Ｐ１は，平成１１年４月からβ小学校の養護学級を担

任していたにもかかわらず，αの就学指導委員会の委員に入ってい

なかった。しかも，Ｐ１がそのことを知ったのは平成１１年６月に

入ってからのことであり，Ｐ１はそのときの心境を「６月 町の就

学指導委員からはずされていることがわかる（中略）ショックを受

ける。」とノートに書き綴っている（甲６４・３枚目）。

ｅ 本件体験入学の異常性

(ａ) 体験入学の本来的目的・趣旨

本来，体験入学は，就学や教育措置を前提とした教育相談の実施

主体たる教育委員会，及び教育委員会の教育措置決定に必要な調査

及び審議を行うために設置される就学指導委員会のもとで，あくま

で就学指導という純教育的目的で実施されるべきものである。

しかしながら，本件でＰ１が担うことになった体験入学は，以下

のとおり，上記のような本来の目的とはかけ離れた動機，思惑から

実施されたものであり，これを担わされたＰ１には極めて重い精神

的負荷がかかることになった。
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(ｂ) 本件体験入学の異常性

① 問題の発端，契機の異常性

一般に，体験入学は児童の保護者からの何らかの希望が発端・

契機となって実施に至るものであるとしても，本件では，当該児

童の就学場所として養護学校と養護学級のどちらが良いかを見定

めるためではなく，法的措置により児童養護施設に入所している

子供を自宅（親元）に返してもらいたいとの親の要求が出発点で

あり，これが親元に近い普通学校の養護学級に通学させたいとの

希望につながったものである。

したがって，親元に返す，つまり法的措置としての入所措置を

解除すべきか否かの判断が，それを判断すべき主体の児童相談所

側でまずなされるべきであって，その判断の結果として解除すべ

きでないとの結論になれば，本件体験入学は，そもそも実施され

るはずがなかったのである。

② 手続及び責任主体の異常性

本件体験入学は，その発端・契機が上記のとおりであったため，

本来は教育委員会及び就学指導委員会のもとで企画され，実施に

至るはずであるところ，本件では，上記教育委員会及び就学指導

委員会とは無関係な養護学校及び児童相談所関係者の間で実施の

方向性が先に決められ，教育委員会や就学指導委員会はこれに従

わざるを得ないという流れで実施されたものである。

この点については，後日（平成１３年１月４日），児童相談所

自身が，「昨年度の体験入学企画の際には県が全面に出過ぎたき

らいがあり，学校サイドの責任の所在が不明確になったことの反

省を踏まえて，責任分担をはっきりさせるため，今回の就学先の

決定に際しての話し合いについてはε養護学校，α教育委員会等
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学校サイドに中心になってもらう。」と述べている（甲１０１の

２・７頁）ことからしても，その異常性は明らかである。

③ 実施期間の異常性

一般に体験入学について決まった期間はないものの，通常は，

半日から１日，長くて３日であり，本件のような２週間という期

間はこれまでに例のないことである（甲１１８・１４頁）。

しかも，当初，養護学校の方からは，本件体験入学を１か月な

いし２か月というなるべく長期間実施してほしいとの要請があっ

たというのであり（乙１８・５頁），これはどう考えても異常で

ある。そして，このことは，本件体験入学の実施が，教育委員会

側の教育的動機や目的によるものではなく，児童相談所側が児童

を親元に返してよいか否か，すなわち入所措置という法的措置を

解除してよいか否かを，とりあえず解除しないまま事実上親元に

戻して様子をみて判断するために，β小学校への体験入学という

方法を利用しようとしたからにほかならない。

その上，さらに問題なのは，受け入れざるを得なかった教育委

員会及びβ小学校側では，既に体験児童の転入は無理であるとの

判断がついており，したがって，本件体験入学の実施は「親に諦

めさせる」ためであったにもかかわらず，そのような不当な目的

での体験入学を２週間も続けたことである。

(ｃ) 本件体験入学のための「支援体制」なるものの問題性

① この点，被告は，原告に対する公務外認定通知書（甲１・７

頁）において，「本人（注・Ｐ１のこと）一人に負担がかからな

いように体験入学期間中も校長，教頭をはじめとする教師が誰か

しら授業に参加することとし（観察しているだけではなく，子供

たちに声をかけたり一緒に指導を伴う立場で），児童の親も参観
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に来ていた。また，対象児童（注・体験児童のこと）の在籍して

いる県立ε養護学校ζ分教室やα教育委員会，児童相談所からも

職員が応援に来ており，授業中に本人が一人きりになるようなこ

とはほとんどなかった。」と主張し，「このように本人は，体験

入学の期間中複数体制による支援を受けており，指導を行いやす

い環境に置かれていたことが分かる。」と結論付けている。

② しかしながら，上記「支援体制」なるものは，β小学校側が積

極的に用意したものではなく，Ｐ１の必死の働きかけにより何と

か実現したものであって，かかる体制を組ませること自体が，Ｐ

１には大変な苦労だったはずである。

③ また，この「支援体制」は，以下の諸事情に照らせば，決して

万全な措置ではなく，不確定，流動的で，責任の所在も曖昧な体

制でしかなかったことは明らかである。

(i) 体験入学期間中の助勤体制について，全体の四分の一程度

しか事前の人選はされていなかった（甲２９・１頁）。

(ii) また，助勤体制表（甲２９・１頁）の右下「留意事項」の

欄に「全職員が１回は１組の養護教育を体験する。」とあるが，

誰がいつ何の授業にかかわるか事前に決まっていたわけではな

く，その時間にたまたま手が空く者が入れ替わり立ち替わり

「観察」「体験」するというものであった。

(iii) 実際に体験入学の助勤に入った教職員においても，事前

の打ち合わせ等がなかったため，何をすればよいのか分からな

いまま助勤に入るというような状態であった（甲２９・２３

頁）。

(ｄ) さらに，本件体験入学では，障害児にとって一番してはいけ

ない，保護者や外部の関係者（教育委員会や児童相談所関係者）



24

が授業に加わる体制をとったため，本来あるべき障害児教育が成

り立たず，在籍児童及び体験児童の精神的不安定さを助長させ，

そのことによってＰ１自身も多大な精神的負荷を受けるに至って

いる（甲１１８・２２，２３頁，証人Ｐ１２・２１項）。なお，

上記のような体制づくりはＰ１の要求によるものであるが，この

ような体制づくりが含んでいる大きな問題に，わずか２年の障害

児教育の経験しかなく，しかも孤立無援の中で何とかしようと体

制づくりに奔走していたＰ１が思い至らなかったことに無理はな

いというべきである。

(カ) 本件体験入学実施中の出来事がＰ１にもたらした精神的過重負荷

ａ 学級崩壊状態による精神的過重負荷

本件体験入学実施中にＰ１が受けた精神的過重負荷に関連する在

籍児童Ｐ２，同Ｐ３及び体験児童（以下，まとめて「３人の児童」

ということがある。）の様子とＰ１の対応については，次のとおり

指摘することができる。

(ａ) 体験児童は，２日目には，姉のきつい言葉に不安定となり，

学校では落ち着きがなくなる。３日目は休日２日を家で過ごした

後だけに，危ない行動も出てくる。４日目にはおもらし，唾吐き，

在籍児童Ｐ２とのけんか，他児童への噛みつきなど粗暴な行動。

６日目には在籍児童Ｐ３ほか相手かまわずの粗暴行動，鶏小屋へ

の逃亡・避難。１０日目には疲れ，泣き，我慢限界。

(ｂ) 在籍児童Ｐ２は，２日目に疲れ，拒否反応。３日目には自分

の殻に閉じこもる状態。４日目放心状態。６日目我慢の限界，校

長室へ避難し教室に戻れない。９日目，我慢が爆発。

(ｃ) 在籍児童Ｐ３は，３日目でペースを乱す。４，５日目で不安

定さが強まる。６日目には教室に戻れず，校長室避難。
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(ｄ) Ｐ１は，４日目ころまでは，３人の児童の関係をとろうと努

力している。体験児童に関わると他の２人の子供に関われないと，

３人の児童の間で板挟みになり，不安と苛立ちを感じる（３日

目）。５日目には，不安が高まる。子供集団の壊れ，体験児童の

障害がよく判らない，授業のリードなど本務とする指導が出来な

くなる。体験児童の母親に対する呆れや不満が現れる。いわゆる

学級崩壊といわれる状態。７日目には「興奮状態」と他教師の記

録（甲２９・４１頁）にあるが，病的状態にあったと考えられる。

ｂ 自閉的傾向があり，かつ保育園・幼稚園時代に体験児童からいじ

められた経験のある在籍児童がいる教室に，暴力的行動障害のある

児童を体験入学させたことによる特別の精神的負荷

Ｐ１は，本件体験入学前から現れた在籍児童Ｐ２の変化に胸がつ

ぶれる思いであったはずである。また，自閉的傾向のある児童と行

動障害のある児童にはそれぞれ個別の指導が必要であり，３人の児

童の発達段階からしても，上記３人をＰ１１人で指導することは客

観的にみて困難であった。さらに，授業記録からみても，指導の困

難性が明らかで，複数の大人たちが入れ替わり立ち替わりしたこと

は３人の児童に多くの刺激を与える結果を生じ，絶えず緊張感，不

安感などで限界状態にあったこと，そうした中でＰ１は身も心も安

まらなかったであろうことは容易に想像することができる（甲１１

８・２７，２８頁）。しかも，障害児教育の経験が浅いＰ１にとっ

て，行動障害と知的障害との違いを踏まえ，その行動が出てくる原

因や背景も理解した上で，質の違うそれぞれの障害に適合した適切

な対応をとることはできなかった（証人Ｐ１２・３１，３２項）。

その意味でも，Ｐ１が負った精神的負荷は格別に重いといえる。

ｃ 在籍児童の保護者らから切実な中止要請がありながら続けられた
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本件体験入学による精神的過重負荷

Ｐ１は，本件体験入学実施中，学級内での子供たちの対応だけで

も胸がつぶれる思いであったのに，さらには，在籍児童の保護者か

ら再三にわたる中止要請を受け，Ｐ１がβ小学校のＰ１３校長はじ

め関係者にそれを取り次いでも何の反応もなく，そのことによる心

労を自ら抱えながら，毎日の連絡帳の交換を通じて保護者を励まし

続けていたのである。

在籍児童の保護者と常に親密な関係を保ち，その連携を重視して

きたＰ１にとって，かかる保護者の切実な訴えがいかに重く切ない

ものであったか，その心中は察するに余りある。

ｄ 体験児童の行動との関係のみで過重性をとらえる被告主張の誤り

被告は，本件体験入学がＰ１に与えた過重性を専ら体験児童の行

動との関係のみで捉え，在籍児童２人にもたらした深刻な悪影響及

びこれを目の当たりにした保護者の大きな不安，そのためにＰ１が

抱え込んだ著しい精神的・肉体的負荷については，殊更これを無視

している。単に体験児童と接した時間数のみをカウントしてその長

短を論ずるだけでは，本件体験入学実施中の出来事の問題性は全く

明らかにならない。

ｅ 体験児童の問題行動を殊更低く評価する被告主張の誤り

また，被告は，本件体験入学実施中の体験児童の問題行動につい

て，「幾つかの問題行動は見られたものの，障害のある児童の行為

としてはありうる範囲の出来事であり，いずれも他の教員等が対応

できる範囲のものであった。Ｐ１自身の記録を見ても，体験入学を

中止せざるを得ないような大きなトラブルや事故は見当たらな

い。」と主張する。

しかしながら，体験児童にさしたる問題行動がなかったのは初日



27

だけであり，２日目の１時限目には早くも荒れ始め，３日目もほぼ

同様で，４日目には問題行動の最たる失便・失尿が生じ，その後は，

日を重ねるごとに問題行動が増大して行ったのである。それは，も

ともと体験児童が通学していた養護学校においてであればともかく，

Ｐ１が担任していた養護学級においては「幾つかの問題行動は見ら

れたものの，障害のある児童の行為としてはあり得る範囲の出来

事」として片付けられるほど生易しいものでは決してない。Ｐ１に

とって何よりも大切なのは，自分のクラスの授業が，授業として成

り立っているか否かである。問題行動の激しい多動性障害児を相手

とする養護教育の訓練の場であればいざ知らず，誰よりも自分が責

任を持たなくてはならない在籍児童のための教育の場において，そ

のための授業が成り立たないことが，教師にとってさしたる出来事

でないはずがない。被告は，大きなトラブルや事故が見当たらない

というが，そのようなことがあったらそれこそ一大事であり，大き

なトラブルや事故が発生しかねない状況と不安の中で，そうならな

いよう苦労していたＰ１の精神的負荷の大きさにこそ目を向けるべ

きである。

(キ) 本件体験入学がもたらした身体的負荷の過重性

ａ 平成１１年度年間計画における多くの役割や計画があった上に，

本件体験入学実施に伴う役割と計画が同年１１月ころから追加され

たことにより，過重な業務がＰ１に負荷されたこと

もともとＰ１には，平成１１年度年間計画に基づき多くの職務を

有し，様々な出張等の予定が組まれていたところ（甲２２・１ない

し３頁），本件体験入学の話が持ち上がった平成１１年１１月ころ

から，事前に計画されていなかった体験入学による極めて多くの業

務（事前準備・打ち合わせ・研修・計画立案・報告書作成等）が上
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記年間計画に加わることになった。これによってＰ１が負うことに

なった身体的負荷は相当大きかったことが窺える。

ｂ 本件体験入学によりＰ１が受けた精神的ストレス・精神的過重負

荷は前記のとおりであるが，体験入学が実施される約２週間前から

体験入学の実施直後までの１か月間（平成１２年１月５日〔水〕か

ら同年２月６日〔日〕までの間）のＰ１の労働実態は以下のとおり

であり，これによれば，前記精神的ストレス・心理的負荷のみなら

ず，身体的・肉体的過重負荷（長時間過密労働）も相当程度あった

ことが窺え，これもうつ病の発症に大きく関わったとみるべきであ

る。

(ａ) まず，３学期が始まった直後のこの時期は，次年度の教育課

程編成のための検討会議が行われる。１年間の諸行事や教育活動

全般について，成果と課題を明らかにしながら，新しい年度の教

育課程を作る作業であり，いくつかの部会に分かれて，それぞれ

分担された分野について検討を進めて行く。Ｐ１も，当然のこと

ながら教護学級の運営及び養護教育の年間指導計画についての検

討資料作りを行っていた。

(ｂ) そうした会議等が集中する中で，学校内での登校指導（１月

１３日）や資源回収ＰＴＡ奉仕作業（１月２３日〔日〕）といっ

た時間外・休日勤務があっただけでなく，本件体験入学実施に向

けての様々な準備，例えば体験入学計画表（甲２９）や体験入学

時間割り（甲１２４）等を作成して教務会に提案したり，保護者

への説明会（１月１５日〔土〕）を行っていたのだから，それ以

前の通常の勤務に比べると，この時期の仕事量は相当多く，自宅

に持ち帰っての仕事も多かったであろうことは容易に察しがつく。

とりわけ，１月２０日（木）からの体験入学実施期間中は，その
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ための特別の授業準備のみならず，詳細な記録作り（甲７９）が

必要であったところ，この作業は，帰宅後夜遅くまでかかったで

あろう自宅での時間外労働で対処するしかなかったのである。

(ｃ) さらに，養護学級の場合，普通学級のように教科書を使って

一斉に指導するというような授業はできない。児童が２人いれば，

それぞれの児童の発達に見合った別々の教材を準備し，指導の手

立てを考えなければならず，普段でも，日々の授業準備にはかな

りの時間と労力を要する。その上，本件のように，養護学校から

多動傾向という在籍児童らの障害とは異なる障害を持った児童を

体験入学として受け入れるような場合には，与える教材の内容や

指導の方法について様々な工夫が必要となる。このような授業準

備というのは，成果物としては現れないものの，日々必要不可欠

な仕事であり，これに相当の時間をかけていることは明らかであ

る。しかるに，この間のＰ１の勤務状況を見ると，子供の下校後

の時間には諸々の会議，研修，出張等が入っていることが多く，

そのため上記のような授業準備も帰宅後に行っていたものとみら

れる。

(ｄ) また，体験入学記録（甲７９）の作成については，これが後

日の検討のための資料となることから，正確を期すために，メモ

を見たり下書きをしながらまとめていったはずであり，これに相

当の時間を要したであろうことは十分に窺い知ることができる。

しかも，ワープロがあまり堪能とはいえないＰ１が，体調もあま

り良くない（体験入学実施中から年休を取っている）中で上記記

録をまとめていく作業には，かなりの時間がかかったものと推測

される。

(ｅ) Ｐ１が，週に１回，定期的に出していた公的な学級通信であ
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る「○○」の作成には，１週間分の学習計画とその内容を検討し

てこれを表にする作業と，その学習計画等に関連する様々な事務

連絡を保護者に伝える記事を書く作業とが必要であって，被告が

主張するほど簡単に作成できるものではない。

(ｆ) 以上の各事情に照らし，Ｐ１の上記１か月間の時間外労働時

間を計算すると，その合計は８５．５時間にも上る。

ｄ 精神的・身体的過重負荷の具体的な現れ

本件体験入学実施中にＰ１が受けた精神的，身体的過重負荷は，

その間にＰ１に生じた次のような身体的変化に具体的に現れている。

(ａ) 体験入学５日目（１月２６日）

体験児童がままごとの包丁を持ち出して在籍児童に対し，「殺

すぞ」と言いながら追い回す状況を見て，あまりのことに驚いて

注意の声が出ない（甲７９・４頁）。

(ｂ) 体験入学９日目（１月３１日）

授業が全く成り立たない中で，胃が強烈に痛み出し，しばらく

横になるも食事がとれず，掃除終了まで保健室で休まざるを得な

かった（甲７９・８頁）。

(ｃ) 体験入学１１日目（２月２日）

朝から喉が痛くてほとんど声が出ない状態であった（甲７９・

１０頁）。

(ｄ) また，Ｐ１は，体験入学の５日目（１月２６日）以降，次の

とおり頻繁に時間休を取らざるを得なくなっていた（甲２・４４，

４５頁「休暇」欄）。

① 体験入学５日目（１月２６日） ２時間

② 体験入学６日目（１月２７日） ２時間

③ 体験入学９日目（１月３１日） ２時間
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④ 体験入学１０日目（２月１日） １時間

⑤ 体験入学１１日目（２月２日） ３時間

(ク) 本件体験入学終了後の出来事がＰ１に与えた更なる精神的負荷

ａ 体験入学終了直後の平成１２年２月７日に行われた在籍児童２名

の発達検査において，在籍児童Ｐ２に関し，「担任の先生や母親か

らの聴き取りの中で，行事での太鼓やピストルの音・テレビやカセ

ットが急になり出す・広報でのサイレン等などで強烈な不安が多く

見られ，聴覚性過敏の傾向が一層明確になっているように感じます。

また，集会や祭典等の人込みする場面の苦手さ，あるいは道順や水

道の位置等へのこだわりも見られ，自閉症の症状を随所で感じま

す。」と指摘されており（甲９４），体験入学実施中の出来事が在

籍児童Ｐ２に対し悪影響を及ぼしたことは明らかである。そして，

これは，まさしくＰ１が事前に懸念し，それ故に体験入学実施をや

めてほしいと希望していた所為に他ならない。にもかかわらず，こ

の懸念が現実化したことを知ったＰ１の心中は，察するに余りある。

ｂ さらに，当初予定されていた本件体験入学に関する事後の報告，

検討会が開催されなかったこともまた，Ｐ１に，多大の犠牲を払い，

必死の思いでやり抜いた２週間の体験入学は何であったかと，暗た

んたる思いを抱かせたに違いない。

ｃ Ｐ１は，体験入学実施中にうつ病を発症させたと考えられるが，

それが終了した後の上記のごとき出来事がＰ１に更なる精神的負荷

をもたらし，その症状を更に進行・増悪させたことは明らかである。

ウ 結論

以上のとおり，Ｐ１にかかった公務による心身への負荷は，同種労働

者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の労働者にとって，

うつ病を発症させるに足りる程度の過度の負荷であったというべきであ
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る。

そして，Ｐ１は，昭和５４年から本件災害が発生するまでの２０年間，

健康な労働者として職務を遂行してきたのであるから，上記の通常想定

される範囲内の労働者に該当することは明らかである。

したがって，Ｐ１のうつ病発症は，公務と相当因果関係があり，この

うつ病の結果，Ｐ１は自殺したのであるから，Ｐ１の自殺には公務起因

性が認められるのであって，これを否定した本件処分は違法である。

(2) 被告の主張

ア 精神的疾患による自殺案件の公務起因性の判断基準

(ア) 地公災法における「相当因果関係」について

ａ 災害補償制度の趣旨

災害補償制度には，被用者の業務の遂行は使用者の支配管理下にお

いて行われ，その利益は使用者に帰属するのに対し，その行う業務に

は多かれ少なかれ各種の危険性が内在しており，使用者の支配管理下

にある被用者には，その危険性を回避することが困難な場合もあるこ

とから，その危険性が現実化して被用者が負傷し又は疾病に罹った場

合には，使用者に何らの過失がなくても，その危険性の存在ゆえに使

用者がその危険を負担してその損失補償に当たるべきであるとの趣旨

に出たものである。

ｂ 災害補償制度の特質

災害補償制度には，①災害発生原因としての使用者の故意・過失を

問わず(したがって，過失相殺もなく)，②公務上と認定されれば災害

の態様に関係なく定型的・定率的補償がなされ，③社会保障制度を上

回る補償金額が支給され，④とりわけ地公災補償制度においては，補

償を行うための費用は，租税をそもそもの原資とする地方公共団体か

らの負担金によって賄われ，地方公務員には，保険料負担が一切ない
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等の特質がある。

したがって，帰責事由に基づいて責任者及びその責任の範囲が判断

され(過失相殺もある)，賠償金額も個別具体的な公平の観点から妥当

な額が認定される民事上の損害賠償責任における相当因果関係と，災

害補償制度における相当因果関係を同一に論じることはできない。

ｃ 相対的有力原因説が妥当であること

地公災補償制度においては，公務に起因するかしないかにより１０

０パーセントの補償が受けられるかどうかが決まるが，公務が幾らか

でも寄与すれば１００パーセントの手厚い補償を行うということは，

地公災補償制度にはなじまない。死亡事案においては総額１億円以上

にも上る手厚い補償がなされる場合もあるが，これが最終的には納税

者の全額負担で賄われることの妥当性を確保するためには，公務遂行

上の怪我や，職業病の場合と同様に，公務の大きな寄与度が認められ

なければならない。

地公災法施行規則別表第一が，包括疾病について，各種の職業病と

併記した上で，「ハ 前各号に掲げるもののほか，公務に起因するこ

との明らかな疾病」と規定しているのも，このような考えに基づくも

のである。

特に，精神疾患や脳・心臓疾患の場合には，公務遂行上の怪我や職

業病と異なり，もともと被災者が有する素因や基礎疾患をベースとし

て発症するという特質があるにもかかわらず，公務遂行上の怪我や，

職業病の場合と全く同様の手厚い補償を納税者の全額負担で行うので

あれば，これを是認するだけの合理性がなければならない。

すなわち，精神疾患の場合についていえば，もともと被災者が有し

ていた素因や，私生活上の様々な問題（傷病苦，経済問題，家族問題，

異性問題，交友関係等）に起因する心因等，公務以外の発症要因を考
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慮してもなお，公務の側に１００パーセントの危険責任を負担させる

のが相当であると評価できる場合でなければならない。

したがって，数多い原因のうちの一つである公務に１００パーセン

トの危険責任を負担させるだけの合理性を担保するためには，少なく

とも，公務が災害を引き起こすその他の要因との関係で相対的に有力

な原因であったと評価できることが必要というべきである。

(イ) 誰を基準に公務起因性を判断するか

ａ 同種公務に従事することが一般的に許容される程度の心身の健康状

態を有する職員を基準とすべきこと

精神疾患による自殺につき，誰を基準に公務起因性を判断するかが

問題となるが，公務起因性判断の客観性を担保するためには，「当該

職員と同種の公務に従事し，又は，当該公務に従事することが一般的

に許容される程度の心身の健康状態を有する職員」にとって，当該公

務が過重であったか否かを判断しなければならない。

また，当該職員本人が当該公務をどのように受け止めたかではなく，

当該職員と職種が同等程度の職員との対比において，同等の立場にあ

る多くの者が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によっ

て評価すべきである。

ｂ 原告の主張とこれに対する反論

この点，原告は，名古屋地裁平成１３年６月１８日判決・労働判例

８１４号６４頁を引用し，「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆

弱である者（ただし，同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定

される範囲内の者）を基準とするのが相当である。」と主張する。

しかしながら，現在の精神医学界においては，個体の脆弱性の程度

を判断する手段・方法は確立されておらず，そうだとすれば，性格傾

向の多様さが通常想定される範囲かどうかを判断することはできない
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はずである。まして，「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱で

ある者」というのは，具体的にはどのような者を指すのか想定するの

さえ困難であって，公務起因性の判断基準としては全く不明確であり，

結果的に本人基準説と変わりないものとなってしまう。原告が，体験

入学が「Ｐ１にとってどれだけ強いストレスをもたらしたか」という

ことを一貫して問題としているのは，このことを端的に示すものであ

る。

そして，原告のような見解をとると，本人が当該公務に強いストレ

スを感じれば，たとえ同種労働者にとってはうつ病を発症させるほど

のストレスがない場合でも，常に公務災害ということになってしまう

が，このような場合にまで納税者の全額負担で手厚い補償を行うとい

うことは，前述した災害補償制度の趣旨に全くそぐわない。

したがって，原告の上記主張は採り得ないというべきである。

(ウ) 結論

以上によれば，精神的疾患による自殺案件における公務起因性の判断

基準としては，「業務と精神障害の発症との相当因果関係の存否を判断

するに当たっては，ストレス（業務による心理的負荷と業務以外の心理

的負荷）と個体側の反応性，脆弱性とを総合的に考慮し，業務による心

理的負荷が，社会通念上，客観的にみて，精神障害を発症させる程度に

過重であるといえる場合には，業務に内在ないし随伴する危険が現実化

したものとして，当該精神障害の業務起因性を肯定することができるも

のと解すべきである。これに対して，業務による心理的負荷が精神障害

を発症させる程度に過重であるとは認められない場合には，精神障害は，

業務以外の心理的負荷又は個体側要因（もともと顕在化していたものの

ほか，潜在的に存在していた個体側要因が顕在化したものを含む。）の

いずれかに起因するものといわざるを得ず，業務の過重性を理由として
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精神障害の発症につき業務起因性を認めることはできないというべきで

ある。」とした東京高裁平成１６年９月３０日判決（乙１５）の基準に

よるのが適切である。

イ Ｐ１の自殺に公務起因性がないことについて

(ア) Ｐ１の従事した通常業務に過重性がないことについて

ａ Ｐ１が担当した養護学級は通常より負担の軽いものであったこと

(ａ) 担当した児童数

Ｐ１は，平成１１年４月からβ小学校の養護学級の担任となった

が，Ｐ１が担当した児童は，在籍児童Ｐ３と同Ｐ２の２人であり，

いずれも１年生であった。

養護学級（特殊学級）の学級編成の標準は１学級当たり８人とさ

れており（乙１３），実際にも，平成１２年度における静岡県内の

小学校の養護学級２９５学級のうち，児童数４人以上の学級が，全

体の６割近い１６６学級であったことに照らしても（乙２５），Ｐ

１が担当した児童数は通常の半分程度に過ぎなかった。

(ｂ) 担当した児童の障害の程度

在籍児童Ｐ３及び同Ｐ２の発達レベルは，養護学級に通う児童の

中では決して低い方ではなく（甲７６，９３，９４），普通学級の

児童より学力が少し劣る程度で，生活面ではそれほど困ることはな

かった（乙１８・２頁）。

(ｃ) １週間の授業時間割り

Ｐ１が担当した養護学級の１週間の授業時間は，創意の時間を含

めて合計２６時限（１時限は４５分間）で，その時間割りを見てみ

ると，１時限目は全て「なかよしタイム」であり，この時間は，朝

の会や読み聞かせ，運動遊び等に充てられていた（甲１２２，１２

４参照）。この他には，算数５時限，国語５時限（このほか書写が
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１時限ある。），体育３時限が主なものであった。

５時限目に授業があるのは，月曜日，火曜日，金曜日の週３日に

止まり，しかも５時限目の授業は，音楽，創意のような児童に負担

の少ない科目であった。

障害があるとはいえ，わずか２人の児童を相手に，以上のような

科目を教えるのであるから，普通学級の教員が通常は３０ないし４

０人の児童を相手により長時間の授業を担当し，３０ないし４０人

の児童についてテスト・採点・成績評価等も行うことと比較すれば，

Ｐ１の授業及びこれに関連する業務の負担は決して重くはなかった

はずである。

また，普通学級の教員は，通常は３０ないし４０人の児童を受け

持つが，家庭環境に問題を抱えた児童や児童同士のトラブルが少な

くない上に，学習面や行動面で著しい困難を示す児童が一学級に２，

３人はいるのが普通であるから（乙１２，証人Ｐ１３・３５ないし

３８項），普通学級の教員の方が，これらの健常児と軽度障害児を

相手にクラス運営を行わざるを得ない点で，むしろ負担は重いとい

える。

(ｄ) 十分な手持ち時間があったこと

Ｐ１の勤務時間は，平日は午前８時から午後４時４５分まで，土

曜日は午前８時から午前１２時までであった（証人Ｐ１３・１７

項）。

職員会議は，１，２か月に１回の割合で，水曜日の午後３時ころ

から午後４時４５分ころまで行われており，職員会議がない水曜日

は，上記の時間帯に職員研修を行っていた（乙３５）。

また，着任式・遠足下見・講演会・研修会等の出張が入ることも

月に何回かはあったが，これらの出張は，最も多い平成１１年４月
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でも４回，最も少ない同年７月は１回であった（甲２２の「平成１

１年度４月～（出張）」と題する書面参照）。

Ｐ１の担当した養護学級の児童は，水曜日及び木曜日が午後２時

前後，それ以外の平日は遅くても午後３時ころには下校しているか

ら（甲１１９，１２２参照），職員会議や職員研修のある水曜日の

午後３時以降と，出張ないし学校行事がある日を除いても，１週間

単位では相当な手持ち時間があった。少なく見積もっても，月曜日，

火曜日及び金曜日は各１時間半，水曜日は職員会議までの１時間，

木曜日は２時間半，合計で１週間８時間程度の手持ち時間は確保で

きたはずである。学級通信を発行していたといっても，１週間に１

回程度，Ｂ４版１枚の簡単なものであり，しかもその右半分は時間

割を載せただけの簡単な内容であるから（甲１１９，１２０，１２

２の各「○○」参照），これを作成するのにさほど時間はかからな

い。Ｐ１が，手持ち時間に，授業の準備をしたり，学級通信を作成

したり，２人の児童にかかるその他の諸事務を処理する時間は十分

にあったはずである。

(ｅ) まとめ

原告は，Ｐ１が転任したばかりの不慣れなβ小学校で新設された

ばかりの養護学級を担任した負担を主張するが，公務員にとって転

勤や新設された部署等に配属されるのはごく当たり前のことであり，

全く土地柄の違うところへの転勤や，業務内容の変更も少なくない

ところである。

しかし，Ｐ１の場合は，同じ小笠郡α内のγ小学校からβ小学校

への転勤であってこれまでの環境とほとんど変わりはないし，業務

内容も同じであるから，負担というほどの負担ではない。これをも

って負担というのであれば，転勤や業務内容の変更は一切できなく
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なってしまうのであって，原告の主張は理由がない。

しかも，Ｐ１がβ小学校で担当した児童数は，当時における静岡

県内の養護学級における１学級の通常担当児童数の半分に過ぎない

上，この２人は養護学級に通う児童の中では比較的障害の軽い児童

であったことや，上記のような具体的な業務内容からすれば，Ｐ１

がβ小学校で担当した業務は，通常の養護学級の担任よりも軽いも

のであった。

Ｐ１が休職中にその業務を引き継いだ養護教育について全く経験

のない教員歴６年目の講師（４５歳，女性）や，Ｐ１の自殺後に養

護学級の担任になった新規採用の講師（２３歳，女性）でさえ（甲

２・２３頁），特に問題もなく養護学級の運営を行っていたのであ

る（証人Ｐ１３・１１８，１１９項）。まして，Ｐ１は，平成９年

度には級外として養護学級での授業を週３，４時間受け持ち，平成

１０年度は養護学級を担任し（甲２・１６頁），平成１１年度にβ

小学校に転任するまで通算２年間の養護学級での経験を有していた

のであるから，β小学校における業務内容は，通常であれば，何ら

問題なくこなせる範囲のものであったと思われる。

ｂ 時間外勤務について

(ａ) 本件災害発生前１年間において時間外勤務はほとんどなかった

こと

本件災害発生前１年間の勤務状況において，Ｐ１は時間外勤務を

ほとんどしていなかった（甲１６，３２・９頁，証人Ｐ１３・２１

項）。

(ｂ) 体験入学実施約２週間前から体験入学実施直後までの１か月間

の時間外勤務について

原告は，平成１２年１月５日から同年２月６日までの１か月間に
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わたるＰ１の時間外労働時間が合計８５．５時間あったと主張する

が，同主張は，以下のとおり，客観的な証拠の裏付けがなく，また

その内容も不自然，不合理なものであって，およそ認め難い主張で

ある。

まず，原告は，Ｐ１が平成１２年１月８日（土）及び１月９日

（日）に「新春学習交流集会」に参加したとして，時間外勤務１２

時間を計上しているが，この集会は「全日本教職員組合」が主催し

たものであり（甲１２８），出張命令等に基づくものでもないから，

およそ公務とは認められない。

また，原告は，１月１５日（土）に，「在籍児童保護者打ち合わ

せ」として時間外勤務３時間を計上しているが，スケジュール表

（甲１２７の一部）には，「養護学級保護者打ち合わせ １１：３

０」との記載しかなく，午前１１時半に始まった打ち合わせが何時

に終わったのか，はっきりしない。常識的に考えれば，養護学級１

年生の母親であり，子供に昼食を食べさせる必要もあるから，打ち

合わせが１２時を多少過ぎることはあっても，それほど長時間の打

ち合わせができるとは思えない。原告の主張では，この打ち合わせ

に午後３時までかかったことになり，余りに不自然である。

また，原告は，１月２３日（日）に，「資源回収ＰＴＡ奉仕作

業」として時間外勤務４時間を計上しているが，この資源回収にＰ

１が参加したことの証拠はないし，資源回収に４時間もかかったの

か不明である。

さらに，原告は，Ｐ１が，帰宅後に，公務として作成すべき書類

の作成に多くの時間を費やしたと主張するが，帰宅後の時間外勤務

による成果物であるとの客観的な証明がないばかりでなく，これら

成果物の作成に要したと主張する時間数にも誇張がある。
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例えば，原告は，Ｐ１が甲１１９の「○○」を平成１２年１月５

日の帰宅後に２時間半かけて作成したと主張するが，１月５日は，

まだ冬休み中で児童は登校していないから，勤務時間中に作成する

ことが十分できたはずであり，帰宅後に作成したとの主張自体不自

然である。また，この程度の簡単な学級通信を作成するのに２時間

半もかかったというのも誇張と言わざるを得ない。

また，１月１６日に自宅で作成したと主張する「Ｐ１４氏宛ての

報告書」（甲７５）も，Ｐ１の率直な気持ちを訴える手紙にすぎず，

公務として正式に作成された報告書ではない上に，Ａ５版１枚の手

紙を書くのに３時間半もかかるとは思えない。

その他，原告が帰宅後に作成したと主張する各書類は，いずれも，

帰宅後に作成したことの証明がないし，作成に要したと主張する時

間も過大である。

また，帰宅後に行ったと主張する授業準備についても，同様にこ

れを裏付ける証拠がない。特に，体験入学実施中の１月２６日

（水）及び１月２７日（木）は，Ｐ１自身午後２時４５分から年休

を取得して早退するような状態であったのであるから（甲３１），

帰宅後に，体験入学記録作成及び授業準備に合計８時間も費やすよ

うな余力があったとは到底思えない。

ｃ 休暇等の取得状況

Ｐ１の年次有給休暇の取得状況をみると，児童が夏休みで授業のな

い７月及び８月を除いても，毎月何回かの有給休暇を取得しており，

午後の休暇取得のみならず，平成１１年４月２１日（水），５月７日

（金），５月１０日（月），１１月２４日（水）及び２５日（木），

並びに１２月２４日（金）のように，平日に丸１日の有給休暇を取得

している日も相当数あるから，普通学級の担任と比べても，有給休暇
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は十分に取得していたといえる。

また，平成１１年７月後半からは，職務専念義務免除を取得したほ

か，祝日，週休があるため，７月１６日から３１日までの１６日間に

８日間しか出勤しておらず，８月は，有給休暇，指定休，夏期特別休

暇，職務専念義務免除等を取得し，８月９日と１９日の２日間しか学

校に出勤していないから，７月後半から８月までの業務が著しく軽減

されていたことは明らかである（甲３１・平成１１年度の出勤簿）。

(イ) 体験入学に関連する業務に過重性がないことについて

ａ 就学先を振り分ける基準

知的障害のある児童を，養護学校と養護学級のいずれに入学させる

のが適切かという判断は，ＩＱやＤＱ（児童の発達指数），親の養育

力，地域での養護学校・養護学級設置の有無等を総合的に考慮し，医

師や学識経験者，学校関係者，民生委員らで構成する市町村や県の就

学指導委員会が行っている（乙１８・４頁）。

ｂ 体験児童は養護学級でも十分に受け入れ可能な児童であったこと

体験児童は，δに入所してからは著しい成長を示しており（甲７７

の１，２），δ入所前の就学判定時と比較すると，体験児童の問題行

動は，大きく改善されており，失尿・失便もほとんどなくなり，排泄

が自立していたのであるから，同児童を小学校の養護学級で受け入れ

ることは十分に可能であった。近年では，普通学級においてさえ，学

習障害・アスペルガー障害等の軽度障害児はもとより，高機能自閉症

等の障害がある児童でも受け入れている。まして，養護学級（特殊学

級）においては，より重い障害のある児童の受け入れが進んでいる。

したがって，体験児童のような障害程度の児童を養護学級で受け入

れることは特に珍しいことではない。

ｃ 体験入学の目的は正当であったこと
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原告は，体験児童の父親が，世間体のみを気にし，同児童の障害の

程度を正しく認識せずに，体験児童を引き取った上で同児童を養護学

級に入れたいと強く要望したことから，もっぱら親に養護学校から養

護学級への転入を諦めさせることを目的として本件体験入学が実施さ

れたものであると主張する。

しかしながら，前記のとおり，体験児童は，δに入所してから，問

題行動が著しく減少し，大きな成長を見せていたのであるから，その

両親が，体験児童を引き取って地元小学校の養護学級に通わせたいと

希望するのは，親としてごく自然な気持ちの現れである。体験児童の

母親の能力が低かったとはいえ，体験児童の両親は，現に同児童の姉

２人を育て，２番目の姉を当時β小学校に通わせていたのであるから，

同児童の問題行動が改善されれば，家庭に引き取ることが可能と考え

ても不合理とはいえない。

このような体験児童の両親の意向を踏まえ，平成１１年９月２１日，

δに関係者が集まって同児童の今後の処遇について話し合いがなされ

た。この席で，δのＰ１５課長やζ分教室のＰ１６教諭からは，体験

児童の現在の状況について，唾吐きや噛みつきがなくなり，排便も自

立してきたこと，学習面は今後の課題であることの報告があり，これ

を踏まえて，体験児童の父親から，「体験児童の状況（唾吐きや排便

で改善がみられること）は入所前と比べて，良くなってきており，今

の状況なら家庭で面倒を看ることができると思う。同児童を引き取っ

て，来年の４月から，地元のβ小学校の養護学級に通わせたいと思

う。」との発言があり，母親もこれに同意したことから，δ側も，こ

のような両親の引き取りへの意欲を評価して，両親の意向に賛成して

いたものである（甲１０１の２・１，２頁）。

以上のとおり，体験児童のような障害程度の児童を養護学級で受け
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入れることは特に珍しいことではなく，両親も体験児童を引き取って

地元のβ小学校の養護学級に通わせたいと強く希望し，δ側も，両親

の意向に賛成していたことに照らせば，同児童を新年度から養護学級

に転入させることが不適切であったとはいえない。

むしろ，体験児童の教育を受ける権利を考慮すれば，同児童が著し

い成長を示し，かつδ側が同児童を親元に戻して地元小学校の養護学

級に通わせることに賛成しているにもかかわらず，正当な理由もなく

養護学級への転入を拒絶することの方が法的にみて問題がある。

したがって，本来であれば，体験入学を経ることなく，体験児童の

δへの入所措置を解除し，翌年４月からβ小学校の養護学級に転入さ

せることも可能であり，そのような措置が採られたとしても法的には

何ら問題はなかった。

しかし，本件では，体験児童の母親の能力を考えると家庭への引き

取りに不安が残ることから，直ちにδへの入所措置を解除するのでは

なく，慎重を期すため，あらかじめ両親宅からβ小学校への体験入学

を実施して学校及び家庭での様子を確認し，体験児童の入所措置解除

については，児童相談所が体験入学の結果を踏まえて，決定すること

とされたのである（甲１０１の２・２，４頁）。

このように，児童相談所が，体験児童の教育を受ける権利を尊重し

ながらも，家庭での引き取りの可否を慎重に見極めるために，体験入

学の実施を関係機関に働きかけたことは何ら非難されるべきことでは

ない。むしろ，同児童のδへの入所措置を解除し，新年度からいきな

り養護学級に転入させるよりは，その前に体験入学を実施し，家庭で

の引き取りに問題がないかを慎重に見極めるとともに，「親が結論を

出すための情報」（甲６１）を十分に提供し，また，体験児童を養護

学級で在籍児童Ｐ２及びＰ３と一緒に過ごさせることにより，体験児
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童の養護学級への適性，在籍児童Ｐ２及びＰ３との関係及び養護学級

で受け入れた場合の問題点等を確認し，これらの結果を踏まえて，児

童相談所が体験児童のδへの入所措置を解除するかどうかを決定する

方がよほど合理的である。

以上のとおり，本件体験入学は正当な目的に基づくものであるから，

β小学校側でこれを拒むことができないのは当然である。したがって，

通常であれば，養護学級の担任としても，体験入学の目的を理解し，

これに協力すべき立場にあり，Ｐ１のように，当初から体験児童の受

け入れに拒絶反応を示し，体験入学を何とか回避するために，関係者

に色々な働きかけをすることは，本来あるべき養護学級教員の姿から

すれば非常に疑問である。養護学級の教員に限らず，教員であれば，

どの児童の教育を受ける権利も尊重しながら，職務を遂行すべき立場

にあるはずである。

ｄ Ｐ１の要望に基づき体験入学の準備等が十分なされたこと

(ａ) Ｐ１３校長と話し合い，Ｐ１から様々な要望を出していること

Ｐ１３校長は，Ｐ１から，在籍児童Ｐ２及びＰ３の保護者と会っ

てほしいとの申し出があったため，平成１１年１２月７日に，Ｐ１

及び在籍児童の保護者２名との間で話し合いをした（甲６５）。

そして，その３日後の１２月１０日には，Ｐ１３校長は，Ｐ１の

申し出に基づき，Ｐ１と体験入学について話し合いの機会をもった。

このときのＰ１のメモ（甲６５・４ないし６枚目）によれば，その

際，Ｐ１３校長からＰ１に対し，体験児童は養護学校の対象児では

ないことや両親及び祖父が３人で面倒を看ること，体験入学は

「（体験児童が）入ることが前提ではない。それぞれがさぐる機会

とする」ことなどの説明がされるとともに，Ｐ１の要望を受け入れ，

今後，δの見学・担任との打ち合わせを行い，体験児童本人と会う
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こと，校内で体験入学の時期・体制・カリキュラムの検討を行うこ

と，体験児童が転入してきた場合の対応等について詳細な話し合い

がなされている。このメモを見ても，Ｐ１が，当時様々な要望をＰ

１３校長に出し，これに対してＰ１３校長が丁寧な説明をしてＰ１

の理解を得ようと務め，できる限りの支援体制を組もうとしていた

ことは明らかである。

また，平成１１年１２月ころにＰ１が作成したとされる別のメモ

（甲７３）でも，Ｐ１は，体験児童の両親との合意事項・条件とし

て，時間割りは原則として変えないこと，体育・給食は交流学級で

一緒に行うこと，安定して学習に取り組めると学校が判断するまで

は，両親が終日付き添うことなどを挙げ，さらに，校内就学委員会

のメンバーのみならず，δ，αの就学指導委員会のメンバーにも，

定期的に観察し，記録をとるよう要望しているが，これらの要望の

中には，明らかに常識的でないものも含まれている。例えば，上記

の「安定して学習に取り組めると学校が判断するまでは，両親が終

日付き添うこと」などは，仕事を持つ父親に対しては明らかに無理

な要求であって，常識的とは思われない。

(ｂ) Ｐ１３校長と養護学校の見学に行き，担任等からも説明を受け

たこと

上記話し合いの結果を踏まえ，平成１１年１２月１７日に，Ｐ１

３校長とＰ１がζ分教室へ授業参観に赴き，体験児童の状況を実際

に確認している（甲１０１の２・４頁）。

また，このとき，Ｐ１は，体験児童の担任と打ち合わせを行い，

同児童本人にも会って，その障害の状況や問題点を自分の目で確認

し，ζ分教室の教頭や担任からも，書面に基づき，体験児童のδ入

所当時と現在の状況について説明を受けている（甲７７の１，７７
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の２，７８）。

以上のとおり，Ｐ１は，体験入学になって初めて体験児童に接し

たわけではなく，その１か月以上前に同児童と直接会い，担任等か

ら話を聞き，その障害の状況をある程度把握した上で，本件体験入

学に臨んだものである。

(ｃ) 体験入学実施に向けた打ち合わせ

平成１１年１２月初旬から平成１２年１月上旬にかけて，体験入

学実施に向けた関係者の打ち合わせ等が合計９回にわたり実施され

た（甲２・１８頁，６６，７０，７４，証人Ｐ１３・８５ないし９

０項）ほか，その担当者も，校長，教頭，教務主任及びＰ１が複数

態勢で適宜分担するなど，Ｐ１になるべく負担がかからないような

配慮がなされていた。Ｐ１一人で担当したのは，「体験入学期間の

週日課案づくり（２週間分）」のみであるが，本件体験入学では，

通常の時間割りとほぼ同じ内容の時間割りが組まれており，この点

でもＰ１にそれほど負担がかかったとは思われない。

(ｄ) 体験入学の期間とカリキュラムは負担のないものであったこと

本件体験入学の期間については，養護学校からβ小学校に対して，

１か月ないし２か月というなるべく長期間実施してほしいとの要請

があったが，β小学校では複数の職員体制が組める学校行事のない

時期に実施したいと考え（乙１８・５頁），両校間の調整を経て，

平成１１年１２月２１日に，翌年１月２０日（木）から２月２日

（水）までの２週間実施することが決まった（甲１０１の２・４

頁）。

このうち，体験児童が実際に登校する日数は，正味１１日間であ

る上，この中には同児童が午前１１時３０分に下校する日が３日含

まれており，体験入学の期間及び体験児童の在校時間からみても，
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何ら無理のない設定であった。

また，体験入学のカリキュラムも，通常の時間割りとほぼ同じ内

容で，平成１２年１月２０日（木）から１月２５日（火）までの４

日間は，短縮授業の形で実施された。給食は，１月２４日から２月

２日まであったが，Ｐ１は，通常どおり在籍児童２名と普通学級に

行って給食をとり，体験児童は，母親と別の普通学級に行って給食

をとったから，給食の時間帯は，Ｐ１は全く同児童の相手をしてい

なかった（証人Ｐ１３・９１ないし９３項）。

体育についても通常どおり普通学級と一緒に行い，１月２６日の

午前１０時１５分から１２時１５分までの「生活」の授業も普通学

級と一緒であったから，この点でもＰ１の負担軽減が図られていた

（甲１００の３，証人Ｐ１３・９４，９５項）。

(ｅ) Ｐ１が体験児童を実際に担当したのは短時間であったこと

Ｐ１が１月２０日から同月２５日までの４日間で体験児童の相手

をした時間は合計しても１５時間程度しかなかったにもかかわらず，

Ｐ１は，体験入学５日目の１月２６日（水）には，２時間の時間休

をとって早退している。また，６日目の１月２７日（木）も２時間

の時間休をとり，７日目の１月２８日以降は，他の教職員が主とし

て体験児童の相手をしており，Ｐ１は，ほとんど同児童の相手をし

ていない（乙２８の１）。

以上の勤務状況に照らしても，Ｐ１の脆弱性は容易に窺われると

ころである。

(ｆ) Ｐ１の要望に基づく支援体制がとられていたこと

① 保護者の付き添い（乙２８の２）

体験児童にはほぼ毎日母親が付き添っており，母親が来られな

い日（１月２５日）は祖父が付き添った。両親が授業に参加した



49

日（１月２９日）もある。

② 他の教員等の授業参加（乙２８の２）

本件体験入学実施中，β小学校からは，Ｐ１３校長，Ｐ１７教

頭のみならず，Ｐ１８，Ｐ１９，Ｐ２０，Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２

３の各教諭が適宜授業に参加した。このほか，δのＰ１５課長，

ε養護学校のＰ２４教頭，児童相談所のＰ１４主任，α教育委員

会のＰ２５指導員も適宜参加するなど，Ｐ１の要望に基づく支援

体制がとられており，Ｐ１一人で体験児童を担当した時間は数え

るほどしかなかった。

(ｇ) 体験児童の問題行動は予想される範囲内のものであったこと

本件体験入学実施中，体験児童については，唾吐き，失便，失尿，

粗暴行為等が見られたが，その回数はさほど多くなく，毎日あった

というわけでもない。粗暴行為にしても，特に危険な物を使用した

というわけではなく，安全マークがついたプラスチック製のおもち

ゃの包丁を持って在籍児童Ｐ３を追い回したに過ぎない（証人Ｐ１

３）。また，首をしめる行為があったといっても，１年生のことで

あり，すぐに制止できる範囲である。体験児童の粗暴行為によって，

他の児童が怪我をしたというわけではなく，せいぜい，他の児童の

顔をいきなり鷲掴みにし，爪でひっかき傷をつけるということがあ

ったに過ぎない。このときも，Ｐ１が現場に居合わせたわけではな

く，６年生が引き離し，迎えにきた体験児童の母親に対しても，Ｐ

１９教諭が話をして，注意したものである。

以上のとおり，体験児童に幾つかの問題行動は見られたものの，

障害のある児童の行為としてはあり得る範囲の出来事であり，いず

れも他の教職員等が対応できる範囲のものであった。Ｐ１自身の記

録を見ても，体験入学を直ちに中止せざるを得ないような大きなト
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ラブルや事故は見当たらない。

原告は，体験入学を途中で中止しなかったことを非難するが，前

記のとおり，体験入学７日目以降は，ほとんど他の教職員が体験児

童の相手をしていたのであるから，体験入学を続行しても，Ｐ１に

特別な負担がかかったわけではないし，体験入学を直ちに中止しな

ければならないような大きなトラブルや事故もなかったのであるか

ら，体験入学を中止しなかったのは当然のことである。

また，体験入学を中止するには，担任が校長に申し出て，校長が

これを教育委員会に伝えた上で，校長及び教育委員会が中止を判断

するとの経過を辿ることになるが，Ｐ１は，体験入学７日目以降は

ほとんど体験児童の相手をしておらず，体験入学を中止してほしい

との申入れを校長にしたこともないのであるから，この点でも体験

入学を中止できなかったのは当然である。

ｅ まとめ

以上のとおり，本件体験入学によるＰ１の精神的負担が，社会通念

上，客観的にみて，うつ病を発症させるほど過重なものであったとは

到底認め難いところであり，それにもかかわらず，Ｐ１がうつ病を発

症したのであれば，そのうつ病は，Ｐ１の個体側要因（個体側の反応

性，脆弱性）に起因するものといわざるを得ず，Ｐ１におけるうつ病

の発症に公務起因性を認めることはできない。

なお，原告は，被告は，本件体験入学がＰ１に与えた過重性を，専

ら体験児童の行動との関係のみで捉え，在籍児童２人にもたらした深

刻な悪影響を目の当たりにした保護者の大きな不安，そのためにＰ１

が抱え込んだ著しい精神的・肉体的負荷については，殊更これを無視

していると批判する。

しかしながら，体験入学の実態が前記のようなものである以上，保
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護者が抱えた不安や，それによるＰ１の精神的負担を否定することは

できないとしても，その程度には自ずと限度があることは明らかであ

る。また，体験入学の中止を求める在籍児童の保護者らに対しては，

Ｐ１３校長が話し合いの場を設け，これにより保護者らから一定の理

解を得ていたのであるから（証人Ｐ１３・９９ないし１０５，１１５

ないし１１７項），通常の養護学級の教員であれば，保護者との対応

に苦しみ，これにより過大な精神的負担を抱えたとまではいい難い。

さらに，原告は，本件体験入学が，在籍児童２人に対し悪影響を及

ぼした旨をるる主張するが，体験入学直後に行われた在籍児童２人の

発育検査結果（甲９３，９４）を見ると，両名とも大きな伸びを見せ

ており，体験入学の悪影響を認めることはできない。

したがって，上記の体験入学による精神的負担に，在籍児童の保護

者らとの関係等に伴う精神的負担が加わったとしても，これにより，

社会通念上，うつ病を発症させるほど過重な負担があったとは到底評

価することができない。

(ウ) その他の公務外の要因について

ａ Ｐ１及びその家族の既往歴

Ｐ１は，高校時代に不登校となり，かなりの期間精神科の治療を受

けていた既往歴があり，その家族についても，父親は統合失調症に罹

患し，妹も過去に臨床心理士のカウンセリングを受診していたことが

ある（乙８）。

ｂ Ｐ１の性格傾向（Ｐ１特有の感じ方・受け止め方の問題があったこ

と）

(ａ) 体験入学前からの過剰反応

① 本件体験入学実施前のＰ１の反応からも，Ｐ１が物事に過剰に

反応しやすい性格であることが分かる。
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すなわち，平成１１年２月初旬には，異動について校長から話

があったことから「大ショックを受け」ており，β小学校に異動

した同年４月には，「特学としての予算がついていないことにシ

ョック」を受け，更に同年６月には，町の就学指導委員から外さ

れていることが分かり「ショックを受け」ている（甲６４）。

また，Ｐ１は，本件体験入学実施前の「平成１１年９月ころ，

『転入学』のことについて，学区の保護者（養護学校へ児童が入

級している父親）から話しかけられた。このことは，正式な話で

はないが，彼女はすぐに入級と思い込んでしまい，日常，そのこ

とを口にすることが多く」なり（甲３２・３頁），日記等に次の

ように記載している。

(i) 平成１１年９月 「(体験児童の父親から同児童の転入希望

を知らされ)息子の障害についてほとん

ど把握できていない様子なので，とまど

う。と共に非常なショックを受ける。」

(甲６４・３枚目)

(ii) 平成１１年１１月 「町教委の担当者が入院したため全

く進展なし。校内での話し合いももた

れずイライラ（中略）学級のＰ２（注

・在籍児童Ｐ２のこと）への対応がむ

ずかしく，体験入学で，Ｐ４（注・体

験児童のこと）よりＰ２の方がむずか

しいことがはっきりするかもしれない

と思いよけいイラだつ」(甲６４・４

枚目)

(iii) １１月２５日 「心と体がストライキを起こす。３日連
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続床につく。肩のあたり，少しやっとゆるん

できた。心身の疲労がたまっていたと思う。

とくに心の。もう１人受け入れるのかどうか

という点。Ｐ２（注・在籍児童Ｐ２のこと）

の状態など，思うようにいかないことが多

い。」(甲２６の２)

(iv) １２月１１日 「どうしようもない不快感。これはどこか

ら来るのだろう。（中略）周囲の人のことを

余りにも考えない，自分たちだけの思いで行

動する人達に対する不快。」(甲２６の２)

② 本件体験入学前のＰ１のこのような状況について，Ｐ２６医師

は，鑑定書と題する書面においては，「いずれにせよ，この反応

は，まだ漠然とした不安感，拒否感であり，これを発症と見るの

は無理があると思われる」（甲５４の２・３頁）とするが，体験

入学実施の話に対するＰ１の反応については，これを普通ではな

いと証言している（証人Ｐ２６・１６２項）。

③ 結局，これらのことからすると，精神疾患の明確な発症ととら

えるかどうかは別として，前駆症状あるいは潜在症状とみれば，

Ｐ１の心身の変化は，体験入学よりもかなり前の時点から現れて

おり，また，同女が，従前，体験入学において大変な苦労をした

という現実体験があれば，再度その体験を余儀なくされるという

ことは，心因としてかなりのストレスと考えられるが，体験児童

に問題があるとの話を聞いたにせよ，実施についての打ち合わせ

すら始まっていなかった段階での反応としては，過剰で過敏な反

応といわざるを得ないのであって（乙２９・１５頁），「発症は

体験入学よりもっと前からではないか。体験入学と聞いただけで
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一種の急性ストレス反応のような症状が出て，体験入学をして更

に悪くなり，それから休職をし自宅療養を行ったとしても症状は

改善しきれない。体験入学が全く影響しなかったとはいえないが，

それが主たる要因での発症とはいえない。２週間の体験入学によ

って病態がこれほどまでに悪化するというのは考えられず，それ

のみが原因ではないと考える」（甲５３の１）のが相当であり，

やはり，Ｐ１本人の内因に問題があるといわざるを得ないのであ

る。

すなわち，体験児童が転入するかもしれないという知らせは，

驚愕を惹き起こすような異常な出来事等でないにもかかわらず，

これに過剰反応を示したのであるから，その原因は，やはり個体

側にあるのである。

(ｂ) 強い拒否的感情を持ちながら体験入学を行ったこと

Ｐ１のスケッチブックへの書き置き（甲９２）には，「Ｐ４君

（注・体験児童のこと）へ」と題して，体験児童から唾を吐きかけ

られたことに対して「大声でどなって，ひっぱたいてやりたかった

よ。」と，平成１２年１月２７日に砂場で頭に砂をかけられたこと

については，「ひっつかんで，おしりをぶってやればよかった！」

と述べ，「国語の学習のあと，あなたにだきつかれた時，私はゾッ

としていました。どうしてもやさしくだけなかった。」と記載され

ている。これらの記載は，うつ病発症後のものとはいえ，Ｐ１の体

験児童に対する心情が正直に記載されているといえる（証人Ｐ２６

１８８，１８９項）。

ここに記載されたＰ１の心情には，体験児童の障害への理解や共

感が欠落しており，拒否的感情が非常に強く出ている。Ｐ１がこれ

ほど強い拒否的感情を持ちながら体験入学を行ったことが，Ｐ１に
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とって，体験入学による心理的負担を耐え難いものと感じさせたと

推測されるが，それはあくまでもＰ１特有の感じ方，受け止め方の

問題に過ぎない。通常の養護学級の担任であれば，これほどの拒否

的感情を持たず，体験入学による心理的負担によりうつ病を発症す

るようなことはなかったものと思われる。

(ｃ) 本件体験入学とＰ１の症状等との相関関係が否定されること

Ｐ１が外的要因によってうつ病を発症したのであれば，その原因

である外的要因が解消した場合，うつ病は寛解するはずであるのに，

平成１２年２月に体験児童の転入申請が取り下げられ，同児童の転

入がないことをＰ１が認識した後もその症状は回復せず，かえって

増悪しており，このことからすれば，本件体験入学を本件疾病の原

因と見ることはできないというべきである。

また，Ｐ１が体験児童の転入の可能性を依然として危惧していた

というのであれば，養護学級の担任を希望しないはずであるのに，

Ｐ１は，平成１２年度も養護学級の担任を第１希望としており（甲

２０の２・２枚目），同児童の転入についてそれほど大きな危惧感

を抱いていたとは考えられない。

ウ 本件処分の適法性

以上のとおり，Ｐ１のβ小学校における担当職務の内容，労働時間，本

件体験入学の実施等を考慮しても，その公務が，社会通念上，客観的にみ

て，うつ病を発症させるほど過重なものであったとは認められない。

また，Ｐ１には，精神障害の素因・遺伝的要因の存在が認められる上，

物事に過剰に反応するＰ１の性格傾向等からすれば，さほどの心理的負荷

でなくても，精神障害がもたらされる危険があったということができる。

したがって，Ｐ１に生じたうつ病について，公務起因性を認めることは

できない。
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エ 結論

以上によれば，被告の本件処分は適法であるから，原告の請求には理由

がなく，同請求は棄却されるべきである。

第４ 当裁判所の判断

１ 争点(1)について（本件訴えの適法性）

被告は，原告の本件訴えは，既に不可争力を生じている第一次処分と同一の

紛争を蒸し返すものであり，これを適法なものであると認めることは，法が行

政処分の効力は法定の不服申立期間経過後は争えないものとし，取消訴訟につ

いて出訴期間を定めた意味を無にすることになるから不適法である旨主張する。

なるほど，前記第２の２の前提事実(7)アに記載のとおり，Ｐ１の父であり，

かつ原告の夫でもあるＰ１１は，平成１２年１１月２０日，被告に対し，本件

請求と同じく，Ｐ１の自殺は，同女が勤務していたβ小学校における養護学級

担任の教諭としての公務が過重となり，その精神的緊張及び重圧によって罹患

したうつ病に基づく自殺念慮発作によって引き起こされたものであるとして，

本件災害について公務災害認定の第一次請求をしたが，被告は，平成１４年３

月１５日，同請求を認めない旨の第一次処分を行い，Ｐ１１は，この処分を不

服として審査請求をしたが，地方公務員災害補償基金静岡県支部審査会は，平

成１５年５月１３日付けで同審査請求を棄却する旨の裁決をし，同裁決は，同

月１５日にＰ１１の代理人弁護士に通知されたが，Ｐ１１はその通知があった

日の翌日から３０日以内に地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求

をしなかったものであり，その結果，第一次処分については，この３０日の経

過とともに不可争力が生じたことは明らかである。そして，第一次処分の名宛

人はＰ１１であるが，第一次請求と本件請求は，請求者が片やＰ１の父，片や

Ｐ１の母という違いがあるだけであって，その請求の客観的内容が同一である

こともまた明らかである

しかしながら，以下の理由により，第一次処分の不可争力は，原告に対して
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はその効力が及ばないと解するのが相当であり，したがって，被告に重複した

手続をとらせ，これによる負担を与えることを企図して，敢えて，第一次処分

に不可争力が生じた後に原告が本件請求をした等，その請求が権利の濫用に当

たる場合は格別，第一次処分に不可争力が生じていることを理由として，本件

訴えが不適法となることはないというべきである。

すなわち，地公災法は，その３２条で「遺族補償年金を受けることができる

遺族は，被災職員の（中略）父母（中略）であって，職員の死亡の当時その収

入によって生計を維持していたもの」であると規定するとともに，３３条２項

において「遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは，遺族

補償年金の額は（中略）その人数で除して得た額」であると規定しており，こ

れらの規定によれば遺族補償年金を受ける権利は父母それぞれに別個独立に帰

属するものであることが明らかであるところ，そうであるとすれば，そもそも

公務災害認定請求権は遺族補償年金を受けるための手段的な権利なのであるか

ら，同請求権もまた父母それぞれに別個独立に帰属するものと考えざるを得ず，

また，地公災法に基づく遺族補償年金の請求については，地公災法施行規則が，

遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときに関し，代表者を選

任することができないやむを得ない事情のない限り，代表者を選任して足並み

をそろえることを要求している（同規則３１条１項）のに対し，公務災害認定

請求権が２人以上に帰属する場合には，その共同行使を義務付ける規定はない

からである。

この点，被告は，本件災害が，Ｐ１１に対する関係では公務外の災害となり，

原告に対する関係では公務上の災害となるということはあり得ないから，公務

上外の認定処分は理論上一つの処分であると主張し，これを前提に，Ｐ１１に

対する第一次処分の不可争力によって本件訴訟は遮断されると主張する。しか

しながら，既に説示したとおり，第一次処分の不可争力によって同処分の名宛

人であるＰ１１がその効力を争うことはできないのはもちろんであるが，これ
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によって本件災害が公務外であるという判断に確定力が付与されるわけではな

いから，原告が同一内容の公務災害認定請求を行うことや，この請求に対し行

政庁が第一次処分と異なる処分を行うことが，当然に妨げられるものではない

といわなければならない。また，そのように解したとしても，行政処分の不可

争力は，私人の側にとって裁判上争えないという訴訟要件の問題にすぎず，行

政庁の側で行政処分の取消しをすることは妨げられないのであるから，仮に行

政庁において原告の本件請求を認める旨の処分を行った場合には，行政庁とし

ては，Ｐ１１に対する第一次処分を取り消し，第一次請求を認める旨の処分を

行えば足りるのであって，特に不都合が生ずることもない。よって，被告の上

記主張は採用することができない。

２ 争点(2)について（公務起因性の有無）

(1) 原告は，Ｐ１は，β小学校における養護学級担任としての公務が過重で

あったため，その精神的緊張と重圧によってうつ病に罹患し，同病に基づく

自殺念慮発作によって本件災害が引き起こされたのであるから，Ｐ１は，地

公災法が規定するところの，公務上死亡したものであると認められるべきで

ある旨主張し，被告は，β小学校においてＰ１が担っていた公務は，客観的

にみて，社会通念上うつ病を発症させる程過重なものではなく，うつ病及び

これに基づく本件災害は，Ｐ１に内在していた精神障害の素因や性格的傾向

等が大きく影響して発生したものであることが強く窺え，Ｐ１が，地公災法

が規定するところの，公務上死亡したものであると認めることはできない旨

主張する。

(2) この点について判断するに当たって，まず，地公災法が規定する公務起

因性の判断基準について検討する。

ア 地公災法３１条の「職員が公務上死亡した場合」とは，職員が公務に基

づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい，同負傷又は疾病と公務

との間には相当因果関係のあることが必要であり，その負傷又は疾病が原
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因となって死亡事故が発生した場合でなければならない（最高裁昭和５１

年１１月１２日第二小法廷判決・集民１１９号１８９頁）。

そして，地公災補償制度が，公務に内在ないし随伴する危険が現実化し

た場合に，使用者の過失の有無にかかわらず，その危険性の存在ゆえに使

用者がその危険を負担し，職員に発生した損失を補償するのが相当である

という危険責任の法理に基づくものであることに鑑みると，上記相当因果

関係があると認められるためには，当該公務と死亡の原因となった負傷又

は疾病との間に条件関係が存在するのみならず，社会通念上，当該疾病等

が公務に内在ないし随伴する危険の現実化したものと認められる関係があ

ることを要するというべきであり，公務が単に疾病等の誘因ないしきっか

けに過ぎない場合には相当因果関係を認めることはできない。

イ 精神障害の発症や増悪は様々な要因が複雑に影響し合っていると考えら

れるが，当該公務と精神障害の発症や増悪との間に相当因果関係が肯定さ

れるためには，単に公務が他の原因と共働して精神障害を発症もしくは増

悪させた原因であると認められるだけでは足りず（よって，原告主張の共

働原因論は採用できない。），当該公務自体が，社会通念上，当該精神障

害を発症もしくは増悪させる一定程度以上の危険性を内在ないし随伴して

いることが必要であると解するのが相当である。

そして，精神障害の発症メカニズムについてはいまだ十分解明されてい

ないけれども，現在の医学的知見によれば，環境由来のストレス（公務に

よる心理的負荷と公務以外による心理的負荷）と個体側の反応性，脆弱性

との関係で精神破綻が生ずるかどうかが決まり，ストレスが非常に強けれ

ば，個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし，反対に個体側の脆

弱性が大きければ，ストレスが小さくても破綻が生ずるとする「ストレス

－脆弱性」理論が合理的であると認められる。

もっとも，個体側要因（反応性，脆弱性）については，客観的に把握す
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ることが困難である場合もあり，これまで特別な支障なく普通に社会生活

を行い，良好な人間関係を形成してきていて何らの脆弱性も示さなかった

人が，心身の負荷がないか又は日常的にありふれた負荷を受けたに過ぎな

いにもかかわらず，あるとき精神障害に陥ることがあるのであって，その

機序は，精神医学的に解明されているわけではない。このように，個体側

要因については，顕在化していないものもあって客観的に評価することが

困難な場合がある以上，他の要因である公務による心理的負荷と公務以外

の心理的負荷が，一般的には心身の変調を来すことなく適応することがで

きる程度のものに止まるにもかかわらず，精神障害が発症した場合には，

その原因は，潜在的な個体側要因が顕在化したことに帰するものとみるほ

かはないと解される。

したがって，公務と精神障害の発症との相当因果関係の存否を判断する

に当たっては，ストレス（公務による心理的負荷と公務以外による心理的

負荷）と個体側の反応性，脆弱性とを総合的に考慮し，公務による心理的

負荷が，社会通念上，客観的にみて，精神障害を発症させる程度に過重で

あるといえる場合には，公務に内在ないし随伴する危険が現実化したもの

として，当該精神障害の公務起因性を肯定することができるものと解すべ

きである。これに対して，公務による心理的負荷が精神障害を発症させる

程度に過重であるとは認められない場合には，精神障害は，公務以外の心

理的負荷又は個体側要因（もともと顕在化していたもののほか，潜在的に

存在していた個体側要因が顕在化したものを含む。）のいずれかに起因す

るものといわざるを得ず，公務の過重性を理由として精神障害の発症につ

き公務起因性を認めることはできないというべきである。

(3) また，Ｐ１の死亡の公務起因性を検討する際の事実関係については，前

記前提事実，証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下のとおり認められる。

ア Ｐ１の経歴，健康状態及び性格について
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(ア) Ｐ１の経歴（甲２０の１，２９，３７，６４）

Ｐ１は，昭和５４年４月１日に静岡県静岡市公立学校教員として採用

され，静岡市立η小学校に配属された後，昭和５８年４月1日から３年

間は小笠郡θ立ι小学校に，昭和６１年４月１日から３年間は掛川市立

κ小学校に，平成元年４月1日から３年間は小川郡λ立μ小学校に，平

成４年４月１日から４年間は小笠郡ν立ξ小学校にそれぞれ勤務し，平

成８年４月１日から小笠郡α立γ小学校に勤務した。

Ｐ１は，γ小学校において，平成９年度は級外として養護学級での授

業を週３，４時間受け持ち，平成１０年度には自ら希望して養護学級の

担任をしており，平成１１年度もそのまま持ち上がりで上記養護学級の

担任を希望していたが，同年２月初旬に校長から異動の話があり，中学

校に転任するか，β小学校に新設される養護学級を受け持つかという二

者択一の選択を迫られた。Ｐ１は，中学校での勤務経験がなかったこと

から，β小学校への転任を希望し，平成１１年４月１日から，児童数２

３９名，教職員数２１名（平成１２年４月６日現在）のβ小学校に勤務

することとなった。

なお，Ｐ１は，平成１１年２月初旬にγ小学校校長から異動の話を告

げられたときの気持ちについて，「受け入れて前向きな気持ちになるま

でに１か月位かかる。」とノートに書き記している。

(イ) Ｐ１の健康状態，性格（甲２８の２，３２，１４２，証人Ｐ６）

Ｐ１は，特に持病もなく，平成１０年５月１１日に実施された定期健

康診断では，ほぼ全ての項目がＡで，健康状態に大きく問題となるよう

なところはなかった。

Ｐ１は，真面目で几帳面なところがあった反面，物事に柔軟に取り組

むことが苦手で，自己の意に添わないことについては拒否的反応を表に

出しやすいタイプであった。
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イ Ｐ１の公務の内容（甲１９，２０の２，２２）

Ｐ１は，平成１１年４月１日から，β小学校において，新設された養護

学級の担任となったほか，同校の校務として，研修（低学年部会），養護

教育，適正就学指導委員会，教科指導（算数科主任），委員会活動（園

芸），通学区児童会（π地区），クラブ活動（スポーツ），渉外（教育研

究協会係）を分掌していた。

ウ Ｐ１の公務の状況等

(ア) 養護学級の担任

ａ Ｐ１が受け持った養護学級には，１年生の知的障害児童２名が在籍

していた。

なお，文部科学省のホームページによれば，平成１４年５月１日現

在，養護学級（特殊学級）の学級編成の標準は８人，平均は３人とさ

れており（乙１３），また，平成１２年度当時，静岡県内にある小学

校の養護学級２９５学級のうち児童数が４名以上の学級は１６６学級

と全体の６割近くを占めていた（乙２５）。

ｂ 在籍児童の障害の程度（甲２９，７６，９３，９４）

在籍児童２名（Ｐ２とＰ３）には，平成１１年４月期の就学指導時

において，いずれも，次のような発達遅滞の障害等があった。

(ａ) 在籍児童Ｐ２について（検査年月日・平成９年１２月４日）

認知・適応が４歳（ＤＱ７６）

言語・社会が３歳５か月（ＤＱ６４）

全領域が３歳８か月（ＤＱ６９）

自閉的傾向あり。他者とのコミュニケーションがうまく取れない

傾向あり。

(ｂ) 在籍児童Ｐ３について（検査年月日・平成１０年６月２２日）

認知・適応が３歳５か月（ＤＱ６２）
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言語・社会が２歳９か月（ＤＱ５０）

全領域が３歳２か月（ＤＱ５８）

指示されたことを理解できないことが多く，思いどおりにならな

いと怒ったり，時には殴ったりすることがある。

ｃ １週間の授業時間数（甲３７，１１９ないし１２２，１２４）

１週間の授業時間数は，創意の時間を含めて合計２６時限（１時限

は４５分間）であり，そのうち，午後（５時限目）まで授業がある

のは，月曜日，火曜日及び金曜日の３日間であった。

ｄ 教材・教具について（甲６４）

β小学校における養護学級は平成１１年４月に新設されたばかりで

あったため，教材や教具が不足しており，当初は，Ｐ１が生活科室か

ら大型積み木を借りるなどして対処していたが，同年６月末以降，そ

のような状況も次第に改善されていった。

ｅ 教育指導の成果（甲３２，８０，９３ないし９８，証人Ｐ１３）

(ａ) 平成１２年３月上旬に実施された在籍児童２名の発達検査の結

果によれば，同児童らが，β小学校に入学してからのおよそ１年間

で，以下のとおり能力的に大きな成長を遂げたことが認められる。

　　   在籍児童Ｐ３の新Ｋ式発達検査結果

検　査　時　期

検査年月日（実年齢）

幼　稚　園　年　長

平成１０年６月２２日（５歳６か月）

小　学　校　１　年　生

平成１２年３月２日（７歳２か月）

認知・適応 ３歳５か月 ＤＱ６２ ６歳１１か月 ＤＱ９５

言語・社会 ２歳９か月 ＤＱ５０ ４歳１１か月 ＤＱ６８

全領域 ３歳２か月 ＤＱ５８ ５歳９か月 ＤＱ７９

        在籍児童Ｐ２の新Ｋ式発達検査結果

検　査　時　期

検査年月日（実年齢）

幼　稚　園　年　長

平成９年１２月４日（５歳４か月）

小　学　校　１　年　生

平成１２年３月７日（７歳７か月）

認知・適応 ４歳 ＤＱ７５ ６歳 ＤＱ７９

言語・社会 ３歳５か月 ＤＱ６４ ５歳１か月 ＤＱ６７

全領域 ３歳８か月 ＤＱ６９ ５歳７か月 ＤＱ７４

※ＤＱ（発達指数）＝（発達年齢÷実年齢）×１００
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(ｂ) なお，上記検査結果における「所見」では，次のような評価を

受けている。

① 在籍児童Ｐ３について（甲９３）

「２つの検査共に大幅な伸びが確認できました。とくにＤＱ値

（発達指数）が１年前より上がっているのには驚きました。題意

をとらえた会話や，提示された課題に取り組む気持ちのコントロ

ールが結果を大きく引き上げています。」

② 在籍児童Ｐ２について（甲９４）

「幼稚園時代に比べ，表情が豊かになり対人間関係がとりやす

くなったと思われます。とりわけ，題意をとらえた応答性のある

会話のやりとりがスムーズになり，言語性の底上げがはかられて

います。その結果，２つの検査のいずれも，言語領域が高まり全

体のプロフィールの片寄りが減少しました。個別的で丁寧な学習

指導の成果と考えられます。」

(ｃ) 上記診断結果を受け，Ｐ１は，Ｐ１３校長に対し，これまでの

指導が実を結んだことの喜びと今後の指導への意欲を語ったほか，

同月１８日には，在籍児童Ｐ３の母親からの連絡帳に「来年度もよ

ろしくお願いします」との書き込みがあり，Ｐ１は，養護学級担任

としての意欲がかき立てられた。そして，同月下旬には，次年度の

担任希望を聞いてきたＰ１３校長に対し，在籍児童Ｐ３，同Ｐ２及

びその親との信頼関係ができたことを理由に，「平成１２年度も養

護学級を担任したい。」と，今後の指導の見通しも交えながら語っ

た。

(イ) Ｐ１の勤務時間について（甲２２，証人Ｐ１３）

β小学校におけるＰ１の１日の勤務時間は，平日は午前８時から午後

４時４５分まで，土曜日は午前８時から午前１２時までとされていた。



年　　月 週休・祝日等 年次有給休暇 特別休暇

平成１１年　４月 　８日 １日６時間

　　　　　　５月 １０日 ２日６時間

　　　　　　６月 　６日 　　６時間

　　　　　　７月 　８日 　　１日

　　　　　　８月 １７日 　　２日 ３日（夏季）

　　　　　　９月 　８日 　　４時間

　　　　　１０月 　９日 　　５時間

　　　　　１１月 　８日 　　２日

　　　　　１２月 １０日 　　２日

平成１２年　１月 １１日 １日４時間

　　　　　　２月 　７日 ６日１時間

　　　　　　３月 　８日 ５日５時間

　　　　　　４月 　５日 １日７時間 １０日（傷病）

　　　　　　５月 ３１日（傷病）

　　　　　　６月 ３０日（傷病）

　　　　　　７月 　５日 　　７日 １９日（傷病）

　　　　　　８月 　　１日

※年次有給休暇については、時間休暇が８時間に達した場合に１日として算出している。
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また，遠足下見・講演会・研修会・協議会等の出張が入ることも月に

何度かあったが，最も多い平成１１年４月でも出張は４回で，本件体験

入学が実施された平成１２年１月及び同年２月はそれぞれ１回ずつ出張

があったに止まる。

(ウ) Ｐ１の時間外勤務，休暇取得状況について（甲１６，３１，３２，

証人Ｐ１３）

Ｐ１は，ほぼ毎日定時に退庁しており，平日午後６時まで残っている

ことはほとんどなかった。

また，平成１１年４月から死亡するまでのＰ１の休暇等の取得状況は，

次のとおりである。

エ 本件体験入学について

(ア) 本件体験入学の実施
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児童福祉施設δに入所し，そこに併設されたζ分教室に在籍する体験

児童の保護者から，同児童のβ小学校養護学級への転入希望があったた

め，α就学指導委員会の指導のもとに，平成１２年１月２０日から同年

２月２日までの２週間（実日数１１日間）にわたり本件体験入学が実施

された。

(イ) 本件体験入学の実施が決まるまでの経過（甲２９，６９，７６，１

００の５，１０１の２，乙１８，証人Ｐ１３）

体験児童は，平成１１年４月期の就学指導時において，排泄に手助け

を必要とする，感情のコントロールがうまくできず，友達に突然暴力を

振るってしまうことがあるというような問題行動があったこと，平成１

０年５月１１日における発達検査の結果が，認知・適応２歳５か月（Ｄ

Ｑ４０），言語・社会２歳９か月（ＤＱ４６），全領域２歳７か月（Ｄ

Ｑ４３）であったこと，家庭における監護能力が不足していること等を

総合して，平成１０年に開かれた静岡県及びαの就学指導委員会におい

て養護学校への入学が適切であると判断され，平成１１年４月からδに

入所のうえ，ζ分教室に通学していたものであるが，同年７月２９日，

δのＰ１５課長から，静岡県σ健康福祉センター（以下，単に「児童相

談所」という。）に対し，体験児童の両親（特に父親）から，同児童に

積極的に関わっていくので親元から地元のβ小学校（養護学級）に通わ

せたいという申し入れがあったこと，δに入所して３か月経過し，体験

児童に当初見られた問題行動（唾を吐く，噛み付き）は治まってきてい

ることを踏まえ，今後の処遇について関係者一同で話し合う場を設けて

ほしいとの要請があり，同要請に基づき，同年９月２１日，δに関係者

一同が集まって体験児童の今後の処遇についての話し合いがなされた。

この席で，δのＰ１５課長やζ分教室のＰ１６教諭からは，体験児童の

現在の状況について，身辺処理や学習面はもう一歩だが，唾吐きや噛み
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付きはなくなり，排便や対人関係も改善されてきているとの報告があり，

これを踏まえて，体験児童の両親から，「体験児童の状況（唾吐きや排

便で改善が見られること）は入所前と比べて良くなってきており，今の

状況なら家庭で面倒を看ることができると思う。同児童を引き取って，

来年の４月から，地元のβ小学校の養護学級に通わせたいと思う。」旨

の発言があり，また，δ側も，このような両親の引き取りへの意欲を評

価して両親の意向に賛成していたが，児童相談所としては，父親が体験

児童に積極的に関わっていく姿勢を見せているとはいえ，一番接する機

会が多くなる母親の能力を考えると不安が残ったため，今後の対応とし

て，同児童のβ小学校での受け入れの可否について関係機関に打診する

とともに，受け入れが可能であれば，両親宅からβ小学校への体験入学

を実施して様子をみることとした。

同年９月２７日，児童相談所職員が，α教育委員会学校教育課のＰ２

５指導員と電話で話したところ，同指導員は，「小学校入学時において

は，①体験児童の粗暴な行為がひどく，β小学校では（養護学級であっ

たとしても）同児童への対応が難しいこと，②母親の能力が低く，自分

のことで精一杯であり家庭内で同児童に対して適切なしつけを行うこと

は無理と思われたことから，δ入学が適当であるとの判断であった。そ

の後，①については，δでの生活訓練により，ある程度改善されてきて

いることは理解できるが，②については根本的には何も状況は変わって

おらず，同児童の家庭での受け入れは難しいのではないのかというのが

現段階における正直な気持ちである。いずれにしても，同児童をβ小学

校に転入させる前に，体験入学を行い学校及び家庭の様子の確認が必要

だと思う。β小学校と体験入学について調整してみる。」旨答えた。

同年１０月１９日，児童相談所職員が，Ｐ２５指導員に連絡を取り，

体験入学の実施についてβ小学校との調整を催促したところ，同指導員
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から，①体験入学の受入時期は，β小学校養護学級で支障のない時期に

したい，②学校側は，体験児童の幼稚園時代を知っているため，受け入

れに不安を感じており，また，養護学級の在籍児童の父母も同様である

ことから，体験入学の際には，体験児童の保護者に付き添ってもらい，

学校での様子を知っておいてもらうのがよいと思う，③体験入学実施中

の給食や事故の場合の対応についての考え方を教えてもらいたいとの要

望があった。

なお，β小学校には，同日，Ｐ２５指導員から本件体験入学の話が伝

えられた。

同年１１月４日，Ｐ２５指導員から，児童相談所に対し，①体験入学

については，β小学校側としては来年１月以降にお願いしたい，②β小

学校養護学級転入（及び体験入学）について，αの就学委員会等関係者

の了解を取りたいので，関係者一同の打ち合わせを行いたいとの要望が

あり，同年１２月１０日，α教育委員会会議室において関係者一同（出

席者は，Ｐ２７α就学指導委員長，Ｐ２８学校教育課長補佐，Ｐ２５指

導員，Ｐ１３校長，Ｐ２９主任児童委員，β幼稚園園長，δＰ１５課長，

ζ分教室Ｐ２４教頭，児童相談所のＰ１４主任とＰ３０主事）の打ち合

わせが行われた。この席で，Ｐ１５課長及びＰ２４教頭から，体験児童

の現在の状況について，δ入所前と比べて，生活面で大分改善されてき

ているが，先生の気を引いて，独り占めしようとする傾向が強いとの報

告があり，また，児童相談所のＰ１４主任とＰ３０主事から，δへの入

所措置を解除するのが本来の手法であるが，家庭・学校での受け入れに

ついて不安があるため，体験入学という方法をとり状況を見極めたいと

の説明があった。その後，Ｐ１３校長から，在籍児童の保護者が体験児

童の転入について警戒しており，反発が大きいなどの話が出たが，最終

的には，①体験児童の体験入学を１月に行うこと（具体的な時期，期間
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は今後調整する。），②同児童の入所措置の解除については，児童相談

所が体験入学の結果を踏まえて決定すること，③何か問題があった場合

は，本日のメンバー内で協議検討すること，④体験児童について，措置

停止を行うかどうかは体験入学の実施までに結論を出すこと，⑤体験入

学の際の指導の参考とするため，β小学校関係者がδでの同児童の様子

について見学することなどが関係者間で合意されるに至った。

(ウ) 本件体験入学実施前のＰ１の反応（甲２６の２，２９，６４，６５，

６８の２，乙１８，証人Ｐ１３）

ａ 平成１１年９月，子供を守る文化会議という催物の折，体験児童の

父親が，Ｐ１に対し，体験児童を翌年４月からβ小学校の養護学級に

転入させたいとの希望を持っていることを伝えたことがあったが，そ

の際，Ｐ１は，同父親が，小学校の養護学級に通わせれば体験児童も

教科書を使った学習ができると考えており，その障害についてはほと

んど把握していない様子だったため，これに戸惑うとともに，大きな

ショックを受けた。

ｂ 同年１０月１９日，α教育委員会のＰ２５指導員からβ小学校に対

し本件体験入学に関する連絡があり，Ｐ１は，やむを得ないと思いつ

つも，できることならやらずに済ませる方向で考えてほしいとＰ１３

校長に伝えた。

ｃ(ａ) 同年１１月，Ｐ１は，本件体験入学の話がどうなったのか気に

なっていた。とくにそのころ，Ｐ１は，在籍児童Ｐ２に対する指導

方法に思い悩んでおり，本件体験入学が実施されれば，体験児童よ

りも在籍児童Ｐ２の方が対処が難しいことがはっきりするかもしれ

ないと思うと，余計に苛立った。

なお，Ｐ１のその当時の日記（甲２６の２）には，次のような記

載がある。
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① １１月１６日（火）

家でのゆとりをとり戻すこと。あせらない 大丈夫，大丈夫を

口ぐせに。生活の中に，楽しみをみつけること。つくること。

② １１月２２日（月）

生徒指導全体会でＰ２（注・在籍児童Ｐ２のこと）のむずかし

さについて話す。自分なりに整理して言えた満足感。Ｐ２の調子

がいいので，今日は大部気分が明るい。

夜Ｐ３１さんにＴＥＬ，久しぶりに話す。相変わらず元気でい

ろいろなことに手を出している。（中略）彼女のパワーをもらい

たい。

③ １１月２４日（水）

ひょうひょうと風のように，職場では率なく。

④ １１月２５日（木）

心と体がストライキを起こす。３日連続床につく。肩のあたり，

少しやっとゆるんできた。心身の疲労がたまっていたと思う。と

くに心の。もう１人受け入れるのかどうかという点。Ｐ２（注・

在籍児童Ｐ２のこと）の状態など，思うようにいかないことが多

い。

(ｂ) さらに，同月２９日，在籍児童Ｐ２の母親からの連絡帳に，

「日曜日農協まつりに行った所，Ｐ２（注・在籍児童Ｐ２のこと）

が保育園・幼稚園といじめつづけられたＰ４君（注・体験児童のこ

と）に会いました。現在δに入所しているのですが，Ｐ４君のお母

さんが『今度からβ小に行く事になったもんでよろしくお願いしま

す』と言ったのでびっくり。幼稚園では，Ｐ４君に先生が一人専門

につきっきりでそれでも見おせず，Ｐ２だけでなくいろいろな子供

達をケガをさせたり，外にむりやり連れだしたりした問題児です。
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Ｐ２はくされ縁で一番ひどくやられ，生傷がたえませんでした。一

組にはいるのだとすると，Ｐ２が登校拒否になるのではないかと今

から心配です。もし二年生からだとしても，同じクラスではＰ４君

一人に先生がつきっきりになる様に思われます。一組にいる意味が

なくなってしまうので，普通クラスにＰ２をいれ，私がある程度Ｐ

２について学校生活をおくった方が良いのでは？とも考えています。

Ｐ４君がどのくらい落ちついたかはわかりませんが，今までの事が

あるのでとても不安です。別のクラスか，先生が二人ついてくださ

るとよいのですがー。はっきりした事がわかりましたらお知らせ下

さい。お願いします。」という書き込みがあったので，すぐにＰ１

は，当該部分をコピーして，Ｐ１３校長に手渡すとともに，同校長

に対し，体験入学が容易でないこと，避けてほしいことを伝えた。

ｄ 同年１２月，在籍児童の母親２人から本件体験入学に関する不安を

訴えられたＰ１は，この不安はＰ１３校長に直接伝えてもらった方が

良いと考え，同月７日午後５時から，β小学校校長室において，Ｐ１

３校長，Ｐ１及び上記母親２名の間で話合いが行われた。その席では，

両児童の母親，とりわけＰ２の母親から，Ｐ２が保育園３歳児クラス

の時から体験児童にいじめられていたことなどの不安が語られた。

(ウ) 本件体験入学に向けた打ち合わせ（甲２９，６６，７０，７２ない

し７４，７７の１，７７の２，７８，８１の１ないし３，９９の４，９

９の５，１００の２，１００の３，１２６，１２７，乙１８，証人Ｐ１

３）

本件体験入学の実施が決まった後，平成１１年１２月中旬から平成１

２年１月中旬にかけて，次のとおり本件体験入学に向けた打ち合わせ等

が実施された。

ａ １２月１７日（金）
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ζ分教室との打ち合わせ

Ｐ１３校長とＰ１が，ζ分教室に赴き，体験児童の様子を確認した。

また，このとき，同教室のＰ２４教頭やＰ１６教諭から，体験児童の

状況について説明を受けるとともに，同児童本人にも会って，その障

害の状況や問題点を確認した。

ｂ １２月２１日（火）

体験入学事前打ち合わせ（日程の検討と指導体制づくり）（担当：

Ｐ１７教頭，Ｐ２１教務主任）

ｃ １２月２２日（水）

β小学校職員最終打ち合わせ（受け入れまでの日程，態勢について

説明）（担当：Ｐ１７教頭，Ｐ２１教務主任）

ｄ １２月２３日（木）

体験入学期間の週日課案づくり（２週間分）（担当：Ｐ１）

ｅ １月５日（水）

体験入学週日課及び指導体制の検討（担当：Ｐ１７教頭，Ｐ２１教

務主任）

f １月６日（木）午後１時３０分

β小学校職員会（体験入学週日課・指導体制の説明及び理解）

ｇ １月１３日（木）午後３時００分（β小学校応接室）

体験児童の保護者との事前打ち合わせ（担当：Ｐ１３校長，Ｐ１７

教頭，Ｐ２１教務主任，Ｐ１）

本件体験入学実施が決まった経緯・理由の説明とともに，体験入学

期間中の日課（時間割り）及び諸経費，並びに期間中の指導体制の説

明がされた。

このとき，β小学校から，本件体験入学終了後に，体験児童の指導

を行ったＰ１から，静岡県及びα教育委員会等の関係機関に対し，体
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験児童の学校での様子を報告する場を設けてほしいとの要望があった

ため，２月上旬に報告会を行うこととなった。

ｈ １月１４日（金）午後３時３０分

在籍児童保護者への説明会の事前打ち合わせ（担当：教務会，Ｐ

１）

ｊ １月１７日（月）

ζ分教室との打ち合わせ

(エ) 体験児童の障害の程度

δ入所後の体験児童の生活状況等は，次のとおりであった（甲２９，

７７の１，７７の２，９９の３）。

ａ 寮生活

入所当初は，職員や他の児童に対して，つねりや唾吐きが常に見ら

れたが，現在（平成１１年１２月ころ。以下同じ。）は，つねりや唾

吐きがほとんどなくなり，そのため友達との関係もうまく持てるよう

になった。子供らしさがあり，人なつっこい。ただ，気に入らないこ

とがあったときなどには，唾を口に溜めたり，手を振り上げてみせた

り，ちょっかいを出したりすることもある。

仲良しの友達と一緒に遊んだり，休んだ子を心配するなど周りの友

達に対しても優しく接する様子が見られるようになってきた。

ｂ 食事

入所当初は，野菜は全く食べられなかったが，現在は，何の抵抗も

なく全て食べることができ，おかわりもするようになった。無駄話や

よそ見が多い。

ｃ 排泄

入所当時は常に失便の状態で，トイレに座る習慣がついていなかっ

た。現在は，朝食後のトイレでの排便の習慣がつき，失尿・失便はほ
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とんどなくなったが，時々遊びに夢中になっていたりして失敗するこ

とはある。

ｄ 着脱

入所当時は靴下がはけなかったが，現在は，裏表・前後を間違うこ

となく一人でできる。脱いだ服をたたむことも，多少大ざっぱだが自

分でできる。

ｅ 遊び

ストーリーのある簡単な絵本の内容が理解でき聞いていることがで

きる。

ストーリー性のあるごっこ遊び，トランポリンやすべり台などの遊

具，パソコンやビデオなどの視聴覚的な物など幅広い遊びを楽しむこ

とができる。好奇心が旺盛で，新しい物に興味を示し飛びついてくる

が，長く続かないことも多い。一人で遊ぶこともできるが，教師との

関わりの中で遊ぶことを好み，独占したがるような傾向があり，思い

どおりにならないと不機嫌になることもある。

f 学習

以前と比べると遊びと勉強の区別，けじめができてきている。机に

向かって名前のなぞり書きなどの学習に取り組むこともできる。絵本

などを読んでもらったりすることは好きだが，自分で文字を読んだり，

書いたりすることはまだ難しい。数の面では，教師と一緒に５くらい

の物なら数えることができる。会話は，話好きでたくさん話しかけて

くるが，気持ちが先に立って早口で聞き取りにくくはっきり分からな

いこともある。ゆっくり話すように声をかけるとよい。歌や体を動か

すようなことも好んでやるが，絵を描いたりすることには苦手意識が

あり，少し難しく感じると「先生かいて」と逃げ腰になることがある。

(オ) 体験入学の実施体制（甲２９，６５，６６，７３，９９の６，１０
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０の５，乙１８，証人Ｐ１３）

本件体験入学の具体的な日程は，ζ分教室とβ小学校との協議により，

β小学校において学校行事等のない平成１２年１月２０日から同年２月

２日までの２週間（実日数１１日間）と決められた。また，本件体験入

学の内容については，在籍児童の学習進度のことを考えて，これまでの

時間割りを原則として変更することなく，授業合計４４時限（なかよし

タイム１１回，国語７回，算数８回，生活５回，体育４回，音楽１回，

図工３回，書写１回，外遊び２回，学活１回，お別れの会１回）及び給

食８回の予定が組まれた。

また，本件体験入学の実施に当たり，β小学校では，Ｐ１一人に負担

がかからないよう，体験入学期間中は，校長，教頭を含め，手の空いて

いる教師が誰かしら授業に参加するようにとの申し合わせがされた。

さらに，平成１２年１月１３日に実施された「体験入学に伴う事前打

ち合わせ会」では，Ｐ１の希望により，①体験児童が安定して学習に取

り組めると学校側が判断するまでは，保護者が終日付き添うこと，②校

内適正就学指導委員会のメンバー（校長，教頭，教務主任，生徒指導主

任，学級担任，養護教諭）が定期的に養護学級を視察し，記録すること，

③体験児童が他の児童を傷つけたり，危険な行動をとる等の問題が生じ

たときは，その後の体験入学の継続について検討することなどの申し合

わせがされた。

(カ) 体験入学実施中の出来事

ａ 学級内での出来事（甲２９，３０，７９，８０，８１の４，８１の

５，８２ないし８７〔枝番号を含む。〕，９９の７ないし９）

(ａ) １月２０日（木） 体験入学初日

体験児童の母親が終日付き添った。

１時限目はＰ１３校長とＰ１７教頭が，２時限目はＰ１８教諭と
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Ｐ１９教諭が，３時限目はＰ１３校長とＰ２５指導員がそれぞれ補

助者として参加した。体験児童に問題行動は特に見られず，また在

籍児童にも体験児童を受け入れようとする姿勢が見られたが，体験

児童の下校後，在籍児童Ｐ２にやや疲れた様子が見受けられた。

(ｂ) １月２１日（金） 体験入学２日目

体験児童の母親が終日付き添った。

１時限目（なかよしタイム），母親によると，朝，姉からきつい

ことを言われたとのことであり，体験児童は興奮し，荒れた感じで，

教卓の上のプリントや本を引っ張って落としたり，Ｐ１が読み聞か

せをしている間にもバンバンと撃つ真似をしたり，汚い言葉を口に

した。ビーズ落とし，長縄，ボール取り等は何とかできたが，トラ

ンプやカルタとりになると，母親の手首をつねったり，Ｐ１の背中

を蹴ったりした。

２時限目（算数），Ｐ１は体験児童に付きっきりの状態であった

（補助者：Ｐ１７教頭，Ｐ１４主任）。

３時限目（図工），体験児童が作ったストローロケットを人の顔

に向けて吹くのでＰ１が注意した（補助者：Ｐ２０教諭，児童相談

所のＰ１４主任）。

４時限目（書写），在籍児童Ｐ３は普通学級（１年１組）に行っ

たが，在籍児童Ｐ２はぐったりと疲れた様子で寝そべり，そのまま

給食時間になるまで寝ていた。下校時，在籍児童Ｐ２が本件体験入

学がいつまで続くのか知りたがったので，Ｐ１は，日めくりカレン

ダーの２月２日の欄に「Ｐ４さん（注・体験児童のこと）とおわか

れ」と書いた。

(ｃ) １月２４日（月） 体験入学３日目

体験児童の母親が３時限目の途中まで付き添った。
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１時限目（なかよしタイム），体験児童はだいぶ興奮しており，

手をあげたり，掴みかかったりするなど危ない行動を見せたため，

母親とＰ１３校長が指導に加わり，何とか終わりの挨拶まで済ます

ことができた（補助者：Ｐ１３校長）。

２時限目（算数），Ｐ１は体験児童にほぼ付きっきりの状態で，

在籍児童Ｐ３は１人で課題を何とかこなせたものの，在籍児童Ｐ２

はストロー工作に心を奪われ，課題は全く手に付かなかった（補助

者：Ｐ１７教頭）。

３時限目（体育），交流体育の予定を変更して外遊びを行ったと

ころ，Ｐ１は体験児童から眼鏡を取られそうになったり，ひっきり

なしに話しかけられるなどした（補助者：Ｐ２５指導員）。

４時限目（国語），体験児童は，Ｐ２１教務主任に励まされなが

らマーブル並べを１枚やり終えたが，その後はごろっと寝そべって

指しゃぶりを始めた。文字積み木を出して，Ｐ２１教務主任が話し

かけると，体験児童は，お話しの世界に入り，盛んに話した。在籍

児童Ｐ３とＰ２は，いつものプリントの課題ができず，なわとびの

詩を読んで終わった（補助者：Ｐ２１教務主任，Ｐ２５指導員）。

休み時間に体験児童が教室から出て他の子供たちとにぎやかに過

ごしている間，在籍児童Ｐ３とＰ２は教室に残り，お気に入りの粘

土遊びをしていた。

(ｄ) １月２５日（火） 体験入学４日目

体験児童の祖父が３時限目まで付き添った。

朝の活動・１時限目（なかよしタイム），体験児童は大型積み木

を投げたり，在籍児童Ｐ２と掴み合いのけんかになるなど，朝から

落ち着かない様子であった。在籍児童Ｐ２は，体験児童に度々掴み

かかられ，最初のうちは「乱暴はだめ」と注意していたが，そのう
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ち「固まっちゃった」と言ってマットの上で放心状態に陥った。在

籍児童Ｐ３も，体験児童に髪の毛を度々引っ張られて嫌がっていた

（補助者：途中からζ分教室の教諭たち）。

２時限目（算数），ζ分教室の教諭が，体験児童が失便している

ようだと言うので，Ｐ１は，体験児童をトイレに連れて行き，パン

ツを履き替えさせた。Ｐ１は，体験児童が在籍児童Ｐ２のプリント

を掴んでくしゃくしゃにし，怒った在籍児童Ｐ２が体験児童に掴み

かかったところを制止した。その後，在籍児童Ｐ２は気持ちを切り

替えられず，課題等が全く出来なかった（補助者：ζ分教室の教諭

たち）。

３時限目（国語），体験児童が在籍児童Ｐ２の持っていたカード

を取ろうとして喧嘩になった。２人を引き離した後，体験児童はＰ

２０教諭とカルタのカードで遊んだ。在籍児童Ｐ３とＰ２はマーブ

ル並べをした。予定していたプリントを在籍児童Ｐ３は何とかやり

終えたが，在籍児童Ｐ２は書かずに口頭で言って終わった。Ｐ１は，

体験児童がうんちが出るというので急いでトイレに連れて行き，パ

ンツに少しうんちが付いていたので，替えを取りに行ったところ，

その間に体験児童は更にうんちを出していた（補助者：Ｐ２０教諭，

ζ分教室の教諭たち）。

４時限目（体育），体験児童と在籍児童Ｐ３は運動場のセイフテ

ィマットで遊んだ。在籍児童Ｐ２は相当疲れている様子だったので，

Ｐ１は在籍児童Ｐ２を職員室で休ませた。Ｐ１は，体験児童のズボ

ンの前が濡れていたので，同児童を保健室に連れて行って着替えさ

せた。

休み時間，体験児童はほとんど１組の教室にはおらず，ほかの１

年生と遊んでいた。しつこく掴みかかったり，追いかけたり，腕を
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抱えて引っ張っていったりするので，された子供もやや戸惑ってい

た。

(ｅ) １月２６日（水） 体験入学５日目

体験児童の母親が３時限目まで付き添った。

朝の活動・１時限目（なかよしタイム），教室内で，体験児童が

一見しておもちゃと分かる包丁を手に持ちながら，「殺すぞ」と言

って在籍児童Ｐ３を追い回したため，Ｐ１は体験児童から上記包丁

を取り上げた。その後，体育館で，体験児童が在籍児童Ｐ３の首に

手をかけたり，しつこくちょっかいを出したりするので，Ｐ１は体

験児童を強く注意した。また，体験児童が在籍児童Ｐ２のおもちゃ

の刀を見つけ，これを振り回すので，Ｐ１は，母親にこれを取り上

げさせた。

２時限目（算数），大きなトラブルもなく，ボーリングを行った。

３時限目（生活），普通学級の児童たちと一緒にτ公民館へ行っ

た。

４時限目，在籍児童Ｐ３とＰ２は粘土遊び，体験児童は電話機を

使ってＰ１とごっこ遊びをした。体験児童がＰ１の髪の毛を引っ張

るため，Ｐ１は体験児童を強く叱った。また，体験児童が，Ｐ１ら

の前でズボンを下げて見せたところ，在籍児童Ｐ３とＰ２は，体験

児童に対して「そんなことしちゃいけないんだよ。」と言った。

昼休み，Ｐ１が在籍児童Ｐ２に対し「先生は職員室にいるからね。

困ったらおいで」と声を掛けると，在籍児童Ｐ２はＰ１に付いてき

て，昼休みの間，同女のそばにいた。

(ｆ) １月２７日（木） 体験入学６日目

体験児童の母親が３時限目まで付き添った。

朝の活動・１時限目（なかよしタイム），体験児童が一緒に長繩
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を飛んでいた在籍児童Ｐ３を突然後ろから押し倒し，在籍児童Ｐ２

も同Ｐ３にいきなり掴みかかった。Ｐ１は，在籍児童Ｐ２を校長室

に連れて行き，その際在籍児童Ｐ３も付いてきたため，２人を休ま

せた。

しばらく休んだ後，Ｐ１，在籍児童Ｐ３及びＰ２の３人で体育館

に行き，遊んでいたところ，体験児童がやって来たので，在籍児童

Ｐ２は教室に戻ろうとした。Ｐ１が在籍児童Ｐ２を背負うと，その

下半身はガチガチに緊張して固くなっていた。

教室で朝の会をしたところ，体験児童が，隣の席に座っていた在

籍児童Ｐ３にしょっちゅう手をかけたり，足で蹴ったりするので，

在籍児童Ｐ３は席を離れ，教室の後ろにある本棚のところで本を読

み出した。その後，Ｐ１が読み聞かせを始めても在籍児童Ｐ３は席

に戻らなかった（補助者：途中からＰ１３校長）。

２時限目（体育），交流体育は無理と判断して，運動場に出るこ

とにした。砂場で，体験児童は，在籍児童Ｐ３が作っていた山をい

きなり踏み潰したり，Ｐ１の背後から突然頭の上に砂をかけるなど

した。ひとしきり砂遊びをした後，ブランコとシーソーをした（補

助者：Ｐ１３校長）。

３時限目（国語），体験児童は終始落ち着かない状態で，Ｐ３２

教諭に唾を吐き，注意を受けた（補助者：Ｐ３２講師）。

休み時間，Ｐ１は在籍児童Ｐ３とＰ２を校長室で休ませた。

４時限目（図工），Ｐ２１教務主任がマンツーマンで体験児童の

相手をしたが，ときどき体験児童と在籍児童Ｐ２とで掴み合いにな

ることもあった。体験児童は，Ｐ２１教務主任にも唾を吐いた（補

助者：Ｐ２１教務主任）。

昼休み，在籍児童Ｐ２は職員室で過ごした。
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掃除の時間，体験児童が１年２組の児童の顔をいきなり鷲掴みに

し，爪で引っかき傷をつけた。体験児童も，フーフー言ったり，ズ

ボンを下げてみせるなど，かなりストレスをためている様子だった。

(ｇ) １月２８日（金） 体験入学７日目

体験児童の母親が３時限目まで付き添った。

朝，Ｐ１が所用で校長室に行くと，在籍児童Ｐ３とＰ２も付いて

きて，「教室へ一緒に戻ろう。」と言っても動こうとしない。しば

らく３人で校長室にいると，在籍児童Ｐ２が「Ｐ４くん（注・体験

児童のこと）はいないよ。」「体育館で３人で遊ぼう。」と言って

部屋から出て行ったので，Ｐ１と在籍児童Ｐ３は，在籍児童Ｐ２を

追いかけて体育館まで行き，３人でマット遊び等をした。

１時限目が終わっても，在籍児童Ｐ３とＰ２が教室に戻ろうとし

ないので，Ｐ１，在籍児童Ｐ３及びＰ２の３人は校長室や職員室で

過ごした。

この間，体験児童は，Ｐ１７教頭とＰ２１教務主任に相手をして

もらい，段ボールで消防車を作っていた。

３時限目（算数），在籍児童Ｐ３とＰ２が体験児童の持っている

消防車を羨ましがったため，Ｐ１は，授業の予定を変更して，２人

に段ボール工作をさせた。その間，体験児童の相手はＰ２２講師が

した（補助者：Ｐ２２講師）。

４時限目（書写），体験児童にＰ２１教務主任も付いて，書写の

学習をした。体験児童は，励まされながら線の練習のプリントをや

り，満足そうな表情を見せた。在籍児童Ｐ３とＰ２はカタカナのプ

リントをした。課題が終わった後，自作の消防車でごっこ遊びが始

まった（補助者：Ｐ２１教務主任）。

給食の後，体験児童と在籍児童Ｐ３が自作の消防車で一緒に遊ん
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でいたが，そのうち，いきなり体験児童が在籍児童Ｐ３の消防車を

踏み潰した。在籍児童Ｐ３は何も言えなかった。

掃除が始まっても体験児童が戻らないので，Ｐ１が探しに行くと，

体験児童はにわとり小屋の中にいた。

５時限目（音楽），Ｐ２３講師が体験児童のおもらしを見つけ，

トイレに連れて行った。下校時，体験児童が在籍児童Ｐ２を挑発し，

これに怒った在籍児童Ｐ２が体験児童を蹴ったので，Ｐ２３講師が

体験児童を，Ｐ１が在籍児童Ｐ２をそれぞれ抑え込んだ。

(ｈ) １月２９日（土） 体験入学８日目

体験児童の母親が終日付き添った。

朝，体験児童が一人で教室に入ってきたので，Ｐ１が「お母さん

はどうしたの。」と聞くと，「お母さんは死んじゃった｡お腹が痛

いって吐いちゃった。入院しちゃった。一人で来た。くそとっとう

くるよ。」と答え，しばらくすると母親も教室にやって来た。Ｐ１

が体験児童に「今日は読み聞かせがあるから１の２（普通学級）に

行こう。」と話していると，同クラスの担任のＰ１９教諭が「一緒

に行こう。」と声をかけてくれ，体験児童は喜んでＰ１９教諭にく

っついていった。これに対し，Ｐ１が在籍児童Ｐ３とＰ２に「１の

１に行こう」と言っても，２人は頑として行こうとしないため，Ｐ

１，在籍児童Ｐ３及びＰ２の３人は仕方なく教室で本を読んで過ご

した。

１時限目（なかよしタイム），体験児童が在籍児童Ｐ２の持って

いた新聞紙の刀を取り上げたので，在籍児童Ｐ２は腹を立てた。Ｐ

１３校長が新聞紙を持ってきて，体験児童に刀を作らせると，体験

児童と在籍児童Ｐ２はチャンバラを始めた。Ｐ１は，頃合いをみて，

チャンバラを終わらせた（補助者：途中からＰ１３校長）。
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２時限目（国語），体験児童は，国語の線のプリントをやり，Ｐ

１７教頭に励まされて３枚仕上げた。在籍児童Ｐ３とＰ２も同じ線

の練習をしたがるので，予定していたプリントはできなかった（補

助者：Ｐ１３校長，Ｐ１７教頭）。

３時限目（学活・おやつ作り），δのＰ１５課長が見学に来て，

一緒に遊んでもらった体験児童はうれしそうだった。体験児童の父

親が１０時少し過ぎにやってきた。みんなで作った蒸しパンを食べ

終わったころ，突然，体験児童が父親の顔を平手打ちした。Ｐ１は

びっくりして体験児童の手を押さえたが，父親は体験児童を叱ろう

としないので，Ｐ１が体験児童を叱った。体験児童は父親の方を向

いて「いつもやっている」と言った。Ｐ１が在籍児童Ｐ２にエプロ

ンをたたませていると，体験児童が自分のことも構ってほしそうに

Ｐ１の後ろから同女に２回椅子をぶつけてきた。在籍児童Ｐ２は，

体験児童の父親の前で「体験入学は嫌だ。体験入学なんか嫌い

だ。」と言った。Ｐ１が体験児童とジャンケンを始めると，在籍児

童Ｐ３とＰ２も寄って来て，交替でジャンケンをして遊んだ（補助

者：途中までＰ１５課長，Ｐ１３校長）。

(ｉ) １月３１日（月） 体験入学９日目

体験児童の母親が３時限目まで付き添い，Ｐ２５指導員が２時限

目から５時限目まで立ち会った。

体験児童は，日曜日に姉からきついことを言われたらしく，朝か

ら機嫌が悪かった。在籍児童Ｐ２は不安定で，話し方もおかしくな

っていた。Ｐ１は在籍児童Ｐ２を校長室に連れて行き，Ｐ１３校長

に在籍児童Ｐ２の相手をしてもらった。

２時限目（算数），Ｐ１７教頭の声かけもあり，仲間分けやボー

リングをすることができた（補助者：Ｐ１７教頭）。
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３時限目（体育），体育館のマット置き場で遊んでいると，途中

からＰ１３校長が在籍児童Ｐ２を連れて来た。体験児童が，空気入

れを持ってきて消防ごっこを始めると，在籍児童Ｐ２も興味を持っ

て一緒に遊ぶが，体験児童が在籍児童Ｐ２にちょっかいを出したた

め，在籍児童Ｐ２がすごい剣幕で体験児童に掴みかかった。Ｐ１は，

急いで２人を引き離した。Ｐ２５指導員が要所要所で体験児童を叱

り，唾をふき取らせたりした。

４時限目（国語），体験児童，在籍児童Ｐ３及びＰ２の３人でし

ばらくごっこ遊びをし，Ｐ１は，頃合いを見て上記３人を国語の学

習に誘った。体験児童は線の練習のプリントをするが，在籍児童Ｐ

３とＰ２は段ボール箱の工作に熱中し，頭を切り替えられなかった。

体験児童の母親が「国語の勉強にならないね。」とつぶやいた。Ｐ

１の胃が痛み出した。

プリントが終わった後，体験児童がＰ１の膝に乗り，抱きついて

きた。

子供たちが給食に行っている間，Ｐ１は痛みでしばらく横になっ

たが，食事は摂れず，掃除終了まで保健室で休んだ。

５時限目（生活），体験児童，在籍児童Ｐ３及びＰ２の３人は，

Ｐ１７教頭，Ｐ２５指導員と散歩に出た。Ｐ１は教室に残り，連絡

ノートを書くなどした。３人が教室に戻ってから少しの間，ドミノ

で遊んだ。体験児童はＰ１７教頭を相手に話し続けていた（補助者

：Ｐ１７教頭）。

(ｊ) ２月１日（火） 体験入学１０日目

体験児童の母親が４時限目途中まで付き添い，ζ分教室のＰ２４

教頭と，児童相談所のＰ１４教諭が話し合いに訪れた。

在籍児童Ｐ２は，このところ，朝，カバンの片付けをやらせよう
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としても全くできず，今朝は上着を着たまま自分から脱ごうとしな

かった。Ｐ１が在籍児童Ｐ２の上着を脱がせ，親からの手紙を届け

ながらＰ２を校長室に連れて行った。

１時限目（なかよしタイム），体験児童は疲れている様子で，い

つになく静かであった（補助者：Ｐ１３校長）。

２時限目（算数），在籍児童Ｐ３とＰ２はいつもどおりにやるが，

体験児童はカーペットに寝ころんだまま動こうとしなかった。

終わっておやつタイムになると，体験児童はわずか二つのフィン

ガービスケットを長い時間をかけてゆっくりと食べた。校長室では

ζ分教室のＰ２４教頭に会ったためか，体験児童は興奮状態となり，

足をテーブルの上に乗せたり，Ｐ１に唾を吐いたり，Ｐ１３校長の

お茶を飲んだり，ソファーの上で跳ねたりしており，Ｐ１が教室に

戻ろうと言っても付いてこないので，Ｐ１は体験児童を残して校長

室を出た。

３時限目（国語），体験児童がＰ１に対して唾を吐いたり，ふざ

けたりするので，上記Ｐ２４教頭が厳しく注意をした。あまりの厳

しさに在籍児童Ｐ３とＰ２は怯えてしまっていた。Ｐ１が授業の準

備をしていると，体験児童がうんちが出ちゃったというのでトイレ

に連れて行った。

授業中，在籍児童Ｐ２が歌い出し，体験児童も一緒に歌う。Ｐ１

はカルタをしようと子供たちを誘うがなかなかまとまらず，更に体

験児童が窓枠に掴まって，大きな声でみーんみーんと蝉が鳴く真似

をするなど，授業にならない状態が続いた（補助者：Ｐ２４教頭）。

４時限目（体育），体験児童がつらくて泣き出し，幼稚園時代を

思い出し，幼稚園がよかったと懐かしがった（補助者：Ｐ２４教

頭）。
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(ｋ) ２月２日（水） 体験入学１１日目

体験児童の母親が４時限目の途中まで付き添った。

Ｐ１は，朝から喉が痛くてほとんど声が出ない状態で，児童３人

も疲れ切っており，それぞれが一人遊びとなる。在籍児童Ｐ２の疲

れが目立ったので，校長室に連れて行った。

Ｐ１は声が出ず困って，児童らにテレビをつけて見せることにし

た。体験児童はＰ１に寄りかかり，指を２本口に入れ，ちゅっ，ち

ゅっと吸いながらテレビを見ていた。

その後，Ｐ１は，体験児童に母親と向かい合わせてジャンケンを

させてみた。何回か勝ったり負けたりした後，母親がずっと勝ち続

け，体験児童がひどく荒れ出したので，仕方なく，体験児童を校長

室に連れて行き，応接室でビデオを見てもらうようにセットし，体

験児童を母親に委ねた。

２時限目（算数），Ｐ１は，在籍児童Ｐ３及びＰ２と算数の学習

をした。

３，４時限目（生活），在籍児童Ｐ３とＰ２を体育館に連れて行

き，１年生の劇を見せようとしたが，ほとんど見ていることができ

ず，マット置き場で遊んでいた。劇が終わり，ゲームになったので，

Ｐ１は，体験児童を呼びに行った。体験児童はトイレが間に合わず，

着替えをして保健室から母親と出てきた。体育館ではＰ２３講師に

会ってうれしそうな様子だったが，唾吐きなどをして注意を受けた。

学校探検が始まり，体験児童は，他の子供たちと一緒に体育館から

出ていった。

給食の後，１年生が簡単なお別れの会をしてくれ，体験児童はプ

レゼントをもらった。その後，体験児童は，帰り支度をして校長室

に行くが，ここでも唾吐きをした。昇降口でいったん外に出た後，
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また入ってくるなど，複雑な気持ちを表現していた。

ｂ なお，本件体験入学の状況を見学した在籍児童Ｐ３とＰ２の保護者

らは，同期間中，Ｐ１３校長，α教育委員会及び児童相談所に対し体

験入学の中止を求める手紙やＥメールを送った（甲８３ないし８７）。

これを受けて，Ｐ１３校長が，上記保護者らと面談したところ，一応

の理解が得られたため，本件体験入学は中止されず，当初の予定どお

り２月２日まで実施された（証人Ｐ１３）。

オ 本件自殺に至るまでの経緯（甲２６の３，２９，３１，５０，５１の２，

乙８，１０）

Ｐ１は，本件体験入学の途中から胃痛や喉の痛み等で体調を崩し，それ

は体験入学終了後も続いていた。また，体験入学終了直後の平成１２年２

月４日には，体験児童の親が平成１２年度のβ小学校への転入申請を取り

下げた旨の連絡を受けるが，上記症状に改善の兆しは見られなかった。Ｐ

１は，同月２１日，落ち込み，朝がつらい，胸が締め付けられる，睡眠が

ぐっすり取れない等の症状を訴えてＰ５クリニックを受診したところ，う

つ状態であると診断された。

以後，Ｐ１は，Ｐ５クリニックにおいて薬物療法及び精神療法による通

院治療を受けていたが，症状が改善しないため，同年４月１７日ころ，主

治医から長期休養を勧められた。

Ｐ１は，同月２０日，主治医に，休職のため，「病名：うつ状態。上記

にて加療中であるが今後３か月程度の休養が必要と思われます。」と記載

した診断書を発行してもらい，同月２１日から３か月間休職することとな

った。休職後Ｐ１の症状はかなり良くなり，生活も改善され，同年６月１

２日には主治医から職場復帰可能な状態にあると診断されるまでになった

が，その後，再び症状が悪化した。そして，同年７月１２日には，友人と

の話を通じて，医者に治してもらうのではなく，自分で治そうとすること
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が大事だと考えて，睡眠薬を自らの判断で半分にしたり，同月１３日には，

掛川市立総合病院の産婦人科を受診して，更年期障害の治療としてホルモ

ン補充療法を受け始めるとともに，同病院の医師から飲んでいる薬が強す

ぎるのではないかとの指摘を受けて，Ｐ５クリニックから処方されている

薬を飲むのをやめたりする中で，職場復帰の日（同月２１日）が近づくに

つれて病状が更に悪化し，発症直後と同じような状態になった。その結果

Ｐ５クリニックの受診回数が多くなり，主治医に電話する回数も増えたた

め，主治医の勧めもあって，同月２２日には，９月まで休暇を取得するこ

ととなった。同年７月２７日，Ｐ１は主治医に対し，気分が落ち込んで死

にたくなることがあると訴え，主治医は，薬物療法の調整を行うとともに

入院を勧めたが，症状がよくならないまま，同年８月２日午前５時ころ

（推定），Ｐ１は，入院することなく，原告宅（実家）の西側作業小屋内

において縊死した。

なお，Ｐ１の寝室内にあったカバンの中から発見されたノートには，同

人の筆跡で，次のように記載されていた（甲１０，２６の１）。

「お母さん，お父さん，Ｐ６君，Ｐ７さん，Ｐ８さん，Ｐ９くん，Ｐ１

０くん，みんな，みんなありがとう。めいわくをかけること，申し訳なく

心苦しいですが，今の私は，苦しくて仕方ありません。逃げることで，皆

にも過大な負担をかけてしまうことお許しください。主治医のＰ５先生に

は，２月以来，大変よくしていただきました。たびたびのパニック発作に

も冷静に対応していただきお礼の気持ちでいっぱいです。」

また，Ｐ１の遺品のスケッチブックの中にあった「Ｐ４君（注・体験児

童のこと）へ」と題するページには，次のような記載があった（甲２６の

４，９２）。

「Ｐ４君，つばきを吐きかけられてとてもいやでした。どうしてそんな

に相手の顔に向かって吐くのですか？とっても失礼なことで，人としてゆ
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るされないことです。大声でどなって，ひっぱたいてやりたかったよ。ど

うして吐くんだ！顔に向けて吐くなんてとんでもない。

それから，砂場で私の頭に砂をかけましたね。先生のたん生日ケーキだ

と言っておきながらそのすぐあとで砂をかけるとは！もうびっくりしてし

まいこえもだせませんでした。ひっつかんで，おしりをぶってやればよか

った！もっとおこればよかったのに，まわりにＰ２５先生がいたり，他の

人がいたり，して，思いきったことができなかった。それに，Ｐ２君（注

・在籍児童Ｐ２のこと）を指導していると，大声はごはっとなのです。大

声をあまりださずに，やるべきことを手をそえてやらせるというのが，な

らい性になっていました。過敏になっているＰ２君を刺激したくなかった

し，いや，私の心も弱っていたのでしょう。それと，叱ればこうふんする。

Ｐ４のことがわかったこともありましょう。

国語の学習のあと，あなたにだきつかれた時，私はゾッとしていました。

どうしてもやさしくだけなかった。Ｐ４は私を独占した勝利の気持ちで意

気ようようとしていたのです。そんなのはセクハラだ！と言いたい気持ち

でした。」

また，同じスケッチブックの中の他のページには，いずれもＰ１の筆跡

で，次のような記載があった（甲２６の５，９２）。

「－Ｐ３３さんへ－」

「私がどんなに苦しい思いをして体験入学をしたかわからないでしょう

ね。私はＰ２くん（注・在籍児童Ｐ２のこと）と同じ気持ち，同じ心で体

験入学を受けとめ，心の傷を受けました。Ｐ２くんの恐怖心を共有してし

まったのです。これはひどい体験，残酷な体験でした。Ｐ３３さんにはわ

からないでしょう。どんなにつらかったことか！私はこの体験をま正面か

ら頭と心で受けてしまった。心がないているのです。つらい！つらい！つ

らい！つらい！ひどい！ひどい！ひどい！」



90

「－Ｐ３３さんから－」

「Ｐ１さん，つらい気持ちはわかります。よくやりとげてくれましたね。

ひとり者のあなたの苦しみがよく分かりました。私も立場上，精一杯やっ

たつもりです。不十分だったところは許してくださいね。報告も書きあげ，

全職員に報告されたあなたを見て心から感謝しています。関係者の苦しみ

も理解されていたようでうれしかったです。再生，Ｐ１さんをむかえ，β

号もしばしの」

(4) Ｐ１の症状に関する医師の意見

本件自殺の後にＰ１の症状について医師が述べた意見の概要は，次のとお

りである。

ア Ｐ５クリニックＰ５医師からの聴取記録（甲４１），同医師の病状報告

書（甲４８）

(ア) 初診時の病状及び愁訴

落ち込み，朝がつらい，胸が締め付けられる，睡眠が取れない，いら

いらする（抑うつ気分，気分の日内変動，睡眠障害－熟眠障害，中途覚

せい，早朝覚せい，焦燥感，その他身体症状）

(イ) 診断病名（従来診断病名／ＩＣＤ－１０）

初診時は「うつ状態」と診断して薬物療法，精神療法を施行したが，

振り返って診断病名を付けるとしたら，「心因性うつ病」ということで

あろう。ＩＣＤ－１０の分類については，はっきりとは分からない。

(ウ) 発病の主な原因

「自傷行為などの問題行動を起こす生徒の担任になった。２週間の体

験入学ではあったが自分の中にはこの時のことがつらい体験として残っ

ている。」以上がＰ１の弁であった。したがって，生徒の担任となった

ことが主な原因として考えられる。

(エ) 父親の病歴との関係
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父親のエピソードは，本件の場合，直接には関係がない。思春期に発

症したのであれば，父親からの遺伝であると疑ってかかる余地もあるが，

Ｐ１は４７歳で発症しており，遺伝とは考えにくい。やはりストレスと

の関係が強いのだろうと思う。

ただ，父親が心身症になりやすい性質・性格だから娘もなりやすいか

と問われると，正直なところ何ともいえない。

(オ) 発病から縊死に至るまでの経過

平成１２年２月２１日が初診である。うつ状態と診断して薬物療法，

精神療法を施行した。仕事は続けていたが，病状が改善しないため休職

することになった。休職中，仕事のことは忘れて美術館での絵画鑑賞や

お花の習い事等をして過ごしたことで病状はかなり良くなり，気持ちは

楽になり，生活も改善された。７月２０日までの休職予定であったが，

仕事に戻る日が近づくにつれて病状が再び悪化し，以前（発症直後）と

同様の状態となった。受診回数が多くなり，電話の回数も増え，９月ま

で休みを延長することになった。同月２７日，Ｐ１から気分が落ち込ん

で死にたくなることもあるとの訴えがあったので，薬物療法の調整を行

うとともに入院を勧めたが，病状は良くならず８月２日に実家の作業小

屋で縊死した。

(カ) 平成１２年７月のＰ１の症状について

平成１２年７月に入ってから，全身倦怠感，イライラする，じっとし

ていられない，今までやれたことがやれない，死にたくなることもある，

といった様子でＰ１の病状が悪化したため治療薬を変えた。そのために

投薬量が多くなった。

(キ) 最後の診察時の様子

平成１２年７月になってから症状が悪化したので，薬物を調整したり，

家族に一緒に受診してもらうなどの対応をした。同月２７日には落ち込
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んで死にたくなることもあるとの訴えがあったので，Ｐ１とその家族に

入院に関する説明をして，薬物の調整を行った。最後の診察時点では，

病状は悪化しており，混乱状態で，判断力も低下した状態であった。

イ 地方公務員災害補償基金専門医の意見書（甲５３の１）

本件は，従来診断の「うつ病」，ＩＣＤ－１０の「Ｆ３２：うつ病エピ

ソード」と認められる。Ｐ１のそれまでの養護学級の業務自体には特に過

重性は認められず，また，前任校において既に１年間養護学級の経験があ

り，Ｐ１にとっての全くの新規業務ではない。

体験入学の期間は，担任であるＰ１に一番負担がかかったものとはいえ，

Ｐ１のみが全て負担したのではなく関係職員等の周囲の協力があった。体

験入学の期間もあらかじめ分かっている日程であり，２週間と期限が決め

られている区切りのあるものであった。

Ｐ１の心身の変化は，体験入学よりもかなり前の時点から現れている。

当時は体験入学について具体的には決まっておらず，体験児童に問題があ

るとの話を聞いていたにせよ，実施についての打合せすら始まっていなか

った。

Ｐ１は，受け入れる前からどうしようもない不安を感じており，在籍児

童と作り上げた学級体制に対向するものとして体験児童をみている。それ

は嫌悪感として現れてきたと考えられる。Ｐ１はかなり思い込みが強く，

柔軟に物事に対応していくことができず，ストレスに対して耐性が弱い。

発症は体験入学よりもっと前からではないか。体験入学と聞いただけで

一種の急性ストレス反応のような症状が出て，体験入学をして更に悪くな

り，それから休職をし自宅療養を行ったとしても症状は改善しきれない。

体験入学が全く影響しなかったとはいえないが，それが主たる原因での発

症とはいえない。２週間の体験入学によって病態がこれほどまでに悪化す

るというのは考えられず，それのみが原因ではないと考える。
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以上のことから，体験入学に重度の精神疾患を発症させたという全ての

原因を持たせることは到底できず，体験入学の児童を引き取ったことが客

観的にみて過重な負担になったともいえない。本件は，環境要因と本人の

持っている性格，素因等を比較した場合，本人の性格，素因等の個体的要

因が，本件疾病発症のより大きな要因になっているものと思われる。

ウ Ｐ２６医師の意見書（甲５４の２）

(ア) 本件に対する意見

体験児童の受け入れの問題が浮上したとき，明らかに，Ｐ１の拒否反

応が出ている。Ｐ１は，拒否感の強い中で受けとめており，問題行動の

ある児童の行動へも，柔軟な余裕といったものが窺われない。「辛い体

験であった」という言葉の意味は十分に言語化されていないが，どんな

ことであったのか。問題行動のある体験児童を受け入れ，混乱している

教室の責任者として，対応に混乱を来して，自身を失った，というのか

もしれない。しかし，気になることが資料には述べられている。抱きつ

かれてぞっとした，どうしてもやさしく抱けなかったとあるが，可愛く

思えないという感想は，教師にとって深刻である。それは，教師の存立

基盤に関わる問題となる。こんなふうに感じると，教師としての限界に

ぶつかった感じがし，深刻な危機に陥るのではないか，という気すらあ

る。また，在籍児童への思い入れも気になるところである。Ｐ１にも不

登校の時期があったというが，そうした自分と重なり，投影し，再体験

していくものがあっての辛い体験であったのか。

いずれにせよ，体験児童の受け入れが身体的反応を引き起こし，その

後の抑うつ状態の発症の原因にもなっていることはいうまでもない。た

だ，それは，心身の負担，疲労が非常に大きかった，という意味ではな

い。問題行動のある児童を受け入れた負担が原因という意味ではない。

Ｐ１にとっての何か大きな心理的変化が生じた，とみるべきであろう。
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場合によっては，それにより，自らのよって立つ基盤が崩れた可能性が

推測されるような。その内容は，今となっては不明というしかない。し

かし，だからこそ，以後の診療の中で，こうした問題，葛藤は言語化さ

れることなく，病気の一進一退の問題に拘泥し，むしろ避けて経過した

のではないか，とも思われるのである。

このように，本件の経過を見るなら，診断的には従来診断の反応性う

つ病であったと考える。柔軟さを欠き，多角的な視点から物事を見る余

裕に欠け，思い込みが強く，不安を感じると，そこから抜け出せない性

格傾向があったのかもしれない。そうした性格傾向が，体験児童の受け

入れを通して，本人の存立基盤を揺るがすものを現出していったように

思われる。これが，反応の中核であろう。

(イ) 傷病名について

本件は，従来診断の「反応性うつ病」，ＩＣＤ－１０の「Ｆ３２ う

つ病エピソード」と考える。

(ウ) 本件体験入学での出来事がＰ１の疾病にどの程度影響したか。

本件体験入学がなければどうだったかと推測すると，おそらく発病は

なかったと思われ，その意味では，影響度はかなり大きいと考える。し

かし，一生なかったかと尋ねられると，そうだとは断定し難い。それは，

性格傾向や，現実へのスタンスの取り方，ストレスへの弱さなど，発症

へと結びつくものを有していることが疑われるからである。そうした意

味では，本件体験入学が原因の全てであるとはいえない。

(エ) Ｐ１の心身の変化の出現した時期について

心身の変化の出現した時期については，抑うつ状態の発症として考え

ていくなら，体験入学の時期であって，体験入学の可能性を知って不安

や動揺があったとしても，それと抑うつ状態の発症とは区別されるべき

と考える。
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エ Ｐ３４の意見書（乙２９）

(ア) Ｐ１の精神疾患について

Ｐ１が罹患していた精神疾患については，①主治医が初診時に，抑う

つ気分，気分の日内変動，睡眠障害の出現から「うつ病」を疑っている

こと，②その後，主治医が統合失調症を疑い，抗うつ剤から抗精神病薬

主体の薬物治療に変えていること，③Ｐ１は，平成１２年４月２１日か

ら同年７月１９日まで特別休暇を取得しているが，その間の診療録を見

ると，同年６月ころにはＰ１の症状が職場復帰可能な状態にまで改善さ

れており，休務加療と抗精神病薬の治療が奏効したと考えられること，

④体験児童の親が平成１２年２月４日に転入申請を取り下げたことをＰ

１は認識していたにもかかわらず病状が増悪・悪化していること，⑤本

人のもっとも恐れていた体験児童の転入というストレスが除去されたに

もかかわらず，病態水準は分裂病様状態にまで推移していること，⑥平

成１２年７月２２日のＰ１の日記には，食欲不振に加え「次第に自分で

いろいろなことができなくなる。ロボットのようにぎこちない。自然な

動きができない。じっとしていられない。焦燥感にかられ不安になる。

将来に対する不安がおそってくると体がぎこちなくなり，些細なことも

できなくなって呼吸がおかしくなる。」と不安焦燥，思考障害，行動の

不自然さや行動障害を推測させる記載がみられること，⑦平成１２年７

月２８日のＰ１の日記には，希死念慮に加え「世界が変わってみえる。

欲望のままにふくれあがった借金世界が今，崩れていく。私に見えるの

は，ほこりにまみれた世界だ。すべてがゴミとなる。私はムダづかいを

しすぎたし，とり返しがつかない。世界観が一変してしまう。」と非現

実的でまとまりのなく，正常な心的活動では抑制されているはずの心的

内容が露出され，思考はあいまいで漠然としている上，理解が困難な内

容となっており，妄想の存在までは断定できないものの，妄想が形成さ
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れる手前の状態に陥っていた可能性は否定できないのであって，この時

点でＰ１の自我境界が崩れ，その精神内界を支えきれない状態へと移行

し，精神病様状態に陥っていたことは間違いないと判断できること，⑧

病態は，主治医が判断した「うつ病」→「分裂病様状態」→「普通の状

態」→〈復帰前のストレス〉⇒症状多く抑うつ的，希死念慮（診療録・

７月２２日欄），不安焦燥，思考行動傷害の発現（日記・７月２２日

欄）→精神病様状態（日記・７月２８日欄）→自殺に至っていること等

から分かるように分裂病様症状（前記の妄想気分の存在）とうつ病症状

が混在していることから，「Ｆ３２．３ 精神病症状を伴う重症うつ病

エピソード」と診断するのが相当である。

(イ) 発症の時期について

Ｐ１の日記等からすると，本件体験入学を実施する前から，同体験入

学に対する拒否反応が出ており，これを精神疾患の明確な発症と捉える

かどうかは別として，前駆症状あるいは潜在症状とみれば，Ｐ１の心身

の変化は，体験入学実施よりもかなり前の時点から現れているといえる。

また，診療録の４月２０日欄に「〈校長〉『…昨年４月からのつきあい。

多少のストレスあると，動揺する。人事が不本意であった。以前より，

イロイロと問題があったらしい。親族とのつきあいがあまりない。職員

体制の中での対応にも非常に苦労している。』と記載されていることか

らみても，Ｐ１が，元来，非常に不安定な心の持ち主であることが推測

され，脆弱性の高い性格傾向を有していたと判断するのが妥当である。

Ｐ１が，従前，体験入学において大変な苦労をしたという現実体験が

あれば，再度その体験を余儀なくされるということは，心因としてかな

りのストレスと考えられるが，体験児童に問題があるとの話を聞いたに

せよ，実施についての打ち合わせすら始まっていなかった段階での反応

としては，Ｐ１の側の過剰で過敏な反応といわざるを得ない。体験入学
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が本人の病像に全く影響しなかったとはいえないが，それ以前の反応か

らみると，それが本件精神疾患の主因と判断することはできない。

(ウ) 発症の原因について

ａ Ｐ１の精神疾患は，単なるうつ病と診断するには，多彩な症状が出

現しており，心因（外的）要因によって，うつ病を発症したというよ

り，個体の抱える多様な内因が多彩な症状として出現したものと解さ

れる。

ｂ この点は，Ｐ１自身が不登校によって精神科を受診した経験があり，

Ｐ１の父親に統合失調症の病歴があり，妹が過去にカウンセリングを

受けていたことからも肯首できる。

ｃ また，体験入学その他の公務を原因と考えた場合，精神疾患の原因

から長期に離れているのに改善が認められないのであるから，やはり，

その主因は，本人の個体側要因によるものと判断できる。

ｄ Ｐ１が，自分の日記の中で「私の不安感，悲観も病気のあらわれ

だ」「死にたい」と述べていることからも，「Ｆ３２．３精神病症状

を伴う重症うつ病エピソード」の症状である希死念慮に起因した自殺

と判断するのが妥当である。

ｅ したがって，Ｐ１の自殺の原因を公務とすることには，疑問を感じ

ざるを得ない。

オ Ｐ３５医師の意見書（甲１５３）

(ア) 総論的意見

本件のように疫学データが既にある場合，たとえ裁判であっても，ま

た労災事案であっても，医学に関する問題が争点になっている限り，因

果関係論は疫学的因果推論を踏まえたものが要求されるというべきであ

る。

(イ) 発症時期について
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Ｐ１の心身状態変化を中心に時系列でまとめた結果，確度は余り高い

とは言い難いものの，Ｐ１は，平成１２年２月中旬ころ，うつ病を発症

していたとするのが妥当と判断された。

(ウ) 本件の因果関係推論

「要求度－裁量度－支援度モデル」から見た場合，Ｐ１は，体験入学

以前の状況において，養護学級についての特別な予算措置がない，教材

や教具も不十分といった低支援の状態にあり，本件体験入学について，

教育委員会の連絡を校長から聞かされて，体験入学を受け入れざるを得

ない（拒否できない）といった「低裁量」の状態にあった。

体験入学実施中も「ほとんどつきっきり」，児童の動きや反応に目が

離せないという「低裁量」の状態にあり，また児童の問題行動があった

のに体験入学が中止されず，かつ，体験児童の親の納得を得るために実

施されており，「高要求」の状態にあったものである。

したがって，本件体験入学受入れの過程及び体験入学実施期間を通じ

て，Ｐ１が従事していた労働の特徴は「高要求度」「低裁量度」「低支

援度」であり「心理的緊迫」を求められるものであったとするのが妥当

と判断された。労働ストレス因子に限っても，相対リスク約２２倍，曝

露者寄与割合約９５パーセントという高い数値が推計され，これらの推

計値から，Ｐ１が従事していた公務とうつ病発症の間には因果関係が推

認されると判断した。

また，本件体験入学を生活上の出来事（ライフイベント）と捉えた場

合，「職業上の問題」が発生した当該月にうつ病を発症するリスクは，

相対リスク３．１２，暴露者寄与割合６８パーセントと推計され，ライ

フイベントモデルの点からも，本件体験入学とうつ病発症との間に因果

関係が推認されると判断した。

以上のとおり，疫学研究及び精神医学研究の見地から，本件うつ病発
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症の原因は，発症前にＰ１が従事していた公務にあったとするのが妥当

である。

(5) そこで，前記(2)の見地から，前記(3)の事実に基づいて，前記(4)の医師

の意見も参考にしつつ，Ｐ１の自殺が公務の過重性を理由とするものである

と認められるか否かについて判断する。

ア 前記(3)の事実及び前記(4)の医師の意見によれば，Ｐ１は，本件体験入

学実施の前後にうつ病に罹患し，休職の上治療を受けることによって一時

はその症状が軽快したものの復職間近になって重症化し，うつ病に基づく

自殺念慮発作によって自殺したものと認められる。

イ(ア) β小学校におけるＰ１の日常の職務の過重性の有無について

ａ β小学校においてＰ１が受け持っていた養護学級は，普通学級に比

べて児童数は少ないが，他方，児童の個々の障害の程度に合わせたき

め細かい教育指導が要求され，また，基本的な生活態度の習慣付けな

どをする必要がある点でそれだけ手間がかかることも否定し難いとこ

ろである。

さらに，①平成１１年４月のγ小学校からβ小学校への転任がＰ１

にとって不本意なものであったこと，②新設されたばかりのβ小学校

の養護学級には，障害児教育のための教材や教具が不足していたこと，

③Ｐ１の日記の内容をみても，在籍児童Ｐ２に対する指導方法に思い

悩んでいた様子が認められることなどに照らすと，β小学校に転任後

の職務について，Ｐ１が，自己の能力に照らして大変と感じていたで

あろうことは推認することができる。

ｂ しかしながら，前記認定事実によれば，Ｐ１は，前任校のγ小学校

において，平成９年度は級外として養護学級で週３，４時間の授業を

受け持ち，平成１０年度には自ら希望して同校の養護学級の担任をし

ており，平成１１年４月にβ小学校に転任するまで通算２年間に及ぶ
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養護学級での経験を有しており，養護学級担任の職務に不慣れであっ

たとはいえない。また，β小学校における養護学級の児童数は２名で

あるが，平成１２年度当時，静岡県内にある小学校の養護学級のうち

児童数が４名以上の学級が全体の６割近くを占めていたことからする

と，Ｐ１が担当した児童数が特別多いとはいえない。さらに，公立学

校の教職員にとって職場の変更等は珍しいことではないし，本件養護

学級の教材及び教具の不足についても，平成１１年６月末以降は改善

されていった様子が窺われるほか，平成１２年３月になると，Ｐ１は，

在籍児童及びその親との信頼関係ができたことを理由に，次年度もそ

のまま持ち上がりで本件養護学級を担任したいと希望していたのであ

る。そして，β小学校では１日の勤務時間が平日は午前８時から午後

４時４５分まで，土曜日は午前８時から午前１２時までとされていた

ところ，Ｐ１はほぼ毎日定時に退庁しており，平日午後６時まで残る

ことはほとんどなかった上，Ｐ１は，平成１１年４月から同年１２月

までの間に年次有給休暇を１３日と３時間（この数値については，時

間休暇が８時間に達した場合に１日として算定している。）取得して

おり，休日労働を行った日はなかったことなども考慮すると，十分な

疲労回復時間が確保されていたというべきであるから，時間外休日労

働によって精神的肉体的疲労が蓄積していたとは認められない。

以上に加え，Ｐ１の休職中にその職務を引き継いだ養護教育につい

て全く経験のない教師歴６年目の講師や，Ｐ１の自殺後に本件養護学

級の担任になった新規採用の講師さえも，特に問題なく職務を行って

いたこと（甲３９）などに照らすと，β小学校における日常の職務が，

Ｐ１に対して強度の心理的負荷を与えるものであったとは考え難いと

いうべきである。

(イ) 本件体験入学実施による過重性の有無について
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ａ 本件体験入学は，体験児童が，平成１１年４月に児童福祉施設δに

入所し，同施設に併設されているζ分教室に通学するようになって，

唾吐きや噛み付きなどの問題行動が治まってきたことを踏まえ，体験

児童の親が希望する家庭での引き取りに問題がないか見極めるととも

に，体験児童の養護学級への適性，在籍児童との関係及び養護学級で

受け入れた場合の問題点等を確認し，体験児童の入所措置を解除する

のが適切か否かを判断するために実施されたものであることは先に認

定したとおりであって，本件体験入学の実施それ自体が不適切な対応

であったということはできない。そして，前記認定事実のとおり，本

件体験入学は，平成１１年１２月１０日にその実施が正式に決まって

から，約１か月かけて，①β小学校とζ分教室との打ち合わせ（２回。

うち１回については，Ｐ１が，ζ分教室に赴き，体験児童の様子を確

認するとともに，同教室のＰ２４教頭やＰ１６教諭から体験児童の状

況について説明を受けている。），②β小学校内での事前打ち合わせ

（４回），③体験児童の保護者との事前打ち合わせ（１回）及び④在

籍児童保護者に対する説明会（１回）等を経た後に実施されたもので

あり，Ｐ１には，本件体験入学実施の決定を受け入れ，体験児童を迎

え入れるための十分な情報と時間的余裕が与えられていたものである。

本件体験入学の内容をみても，前記認定事実のとおり，その実施期間

は平成１２年１月２０日から同年２月２日までの２週間（実日数は１

１日間）限りとされ，また，在籍児童の学習に支障が生じないよう，

通常の授業とほとんど変わらないカリキュラムが組まれていた上，本

件全証拠を子細に検討してみても，Ｐ１が体験児童のために特別に用

意した教材は，国語や書写の授業で使用した線の練習用プリント程度

に止まること，体験児童の唾吐き，暴力行為等の問題行動については，

関係機関との打ち合わせの際に既に指摘されていたことであり，いわ
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ばそのための対策を講じる意味もあって，β小学校では，体験入学期

間中，校長，教頭を含め，手の空いている教師が誰かしら授業に参加

するようにとの申し合わせがされていたこと，実際に体験児童の問題

行動により授業運営に支障を来すような事態が幾度か生じたことは否

定できないが，その都度，授業に参加していた教職員らが，体験児童

の相手をしたり，在籍児童と体験児童を一時的に引き離すなどして，

Ｐ１一人に負担がかかり過ぎないよう配慮していたこと，Ｐ１は教師

になって２２年目であり，前任校であるγ小学校においても，Ｐ１は，

養護教育を２年間担当しており，障害児に対する接し方についてもそ

れなりのノウハウを身に付けていた様子が窺えること，養護教育につ

いて経験の乏しいＰ１３校長やＰ１７教頭も，Ｐ１より教師経験が少

ないと思われるβ小学校の講師らでさえも，体験児童の相手を無難に

こなしていたことなどが認められるのであって，これらの事実を総合

すると，本件体験入学の実施が，客観的にみて，Ｐ１に対して強度の

心理的負荷を与えるものであったとは認め難い。

ｂ この点，原告は，これまで在籍児童の保護者らと常に親密な関係を

保ち，その連携を重視してきたＰ１にとって，本件体験入学期間中の

在籍児童の保護者らの体験入学中止要請（甲８３ないし８７）はまさ

に身につまされるものであったに違いないと主張する。しかしながら，

前記認定事実のとおり，β小学校は，本件体験入学に先立ち在籍児童

の保護者らに対して説明会を行い，体験入学の目的・内容等を十分に

説明していたものである上，在籍児童の保護者らの上記中止要請に対

しても，Ｐ１３校長が同保護者らと面談し，本件体験入学の続行につ

いて一応の理解を得ていたものである。また，Ｐ１と在籍児童の保護

者らとの関係をみても，前記認定事実のとおり，本件体験入学後（平

成１２年３月１８日）の在籍児童Ｐ３の母親からの連絡帳には「来年
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度もよろしくお願いします」との書き込みがあったこと，同月下旬に

は，Ｐ１が，Ｐ１３校長に対し，在籍児童及びその親との信頼関係が

できたことを理由に，平成１２年度もそのまま持ち上がりで本件養護

学級を担任したいと希望していたことなどに照らすと，本件体験入学

を通じてＰ１と上記保護者らとの関係が特に悪化した様子も窺えない

のであって，原告の上記主張を採用することはできない。

また，原告は，本件体験入学後の平成１２年３月上旬に実施された

在籍児童の発達検査において，在籍児童Ｐ２に関し「担任の先生や母

親からの聴き取りの中で，行事での太鼓やピストルの音・テレビやカ

セットが急になり出す・広報でのサイレン等などで強烈な不安が多く

見られ，聴覚性過敏の傾向が一層明確になっているように感じます。

また，集会や祭典等の人込みする場面の苦手さ，あるいは道順や水道

の位置等へのこだわりも見られ，自閉症の症状を随所で感じます。」

と指摘されていること（甲９４）からすれば，体験入学実施中の出来

事が在籍児童Ｐ２に対し悪影響を及ぼしたことは明らかであり，これ

は，まさしくＰ１が事前に懸念し，本件体験入学の実施をやめてほし

いと希望していた所為に他ならず，この懸念が現実化したことを知っ

たＰ１の心中は察するに余りあると主張する。しかしながら，前記認

定事実のとおり，上記発達検査では，在籍児童Ｐ２が幼稚園時代に比

べ，表情が豊かになり，対人間関係がとりやすくなったこと，とくに

題意をとらえた応答性のある会話のやりとりがスムーズになり，言語

性の底上げがはかられていること，２つの検査のいずれも，言語領域

が高まり全体のプロフィールの片寄りが減少したこと等が指摘されて

おり，同児童がβ小学校に入学してからの約１年間で能力的に大きな

成長を遂げたことが認められる上，この診断結果を知らされたＰ１に

おいても，これまでの指導が実を結んだと喜んでいたことなどに照ら
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すと，原告の上記主張も採用することができない。

さらに，原告は，Ｐ１は，本件体験入学の約２週間前から体験入学

実施直後の約１か月間（平成１２年１月５日〔水〕から同年２月６日

〔日〕までの間）は，日常の職務のほかに，本件体験入学の実施に伴

う職務を担当しており，その間の時間外労働時間数は計８５．５時間

に上ると主張し，証人Ｐ６も，Ｐ１は学校の書類を家のワープロで作

成していた旨供述する。しかしながら，上記期間中，Ｐ１は一人暮ら

しをしていたのであり（甲２４），証人Ｐ６らと同居していなかった

ことからすれば，Ｐ１が学校の書類を家のワープロで作成していたと

の上記供述をそのまま信用することはできず，他にこれを認めるに足

りる証拠はない（甲７９については，その作成時期が不明である。）。

(ウ) 以上に検討したところを総合すれば，Ｐ１の日常の職務や本件体験

入学の実施による負荷が，社会通念上，客観的にみて，うつ病を発症さ

せる程度に過重であったと認めるのは困難であるといわざるを得ない。

なるほど，本件全証拠に照らしても，Ｐ１について，うつ病の原因とな

るに足りる公務以外の心理的負荷が存在したとか，もともと顕在化して

いた個体側要因として顕著なものがあったとかの事実が認められるわけ

ではなく，この点に，前記のとおり，Ｐ１は本件体験入学実施の前後に

うつ病に罹患していること，前掲のＰ１の日記やノートの内容及びＰ１

の症状に関する医師の意見をも合わせ考えれば，Ｐ１が本件体験入学の

実施に伴い強いストレスを感じ，それがうつ病の誘因になったことは否

定できない。しかしながら，本件体験入学が，既に認定したとおり，そ

の期間，目的，事前打ち合わせ，実施態様等に照らし，客観的にみて，

社会通念上，当該職務担当者にうつ病を発症させるような負荷を与える

ものであったと認めることができない本件にあっては，上記ストレスは

当該公務それ自体がもたらしたものであるというより，Ｐ１が本件体験
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入学について過剰なまでの拒否反応を抱き，その事態をうまく受け入れ

てその気持ちを対処できなかったことから生じたものであったというほ

かないのであって，このことは，体験入学が終了し，その後すぐに体験

児童の親が転入希望を取り下げたにもかかわらず，Ｐ１のうつ病の症状

がこれにより全く改善しなかったことからも肯認されるものである。そ

して，前記のとおり，うつ病発症のメカニズム・機序については精神医

学的にいまだ完全には解明されていないのが現実であるものの，それま

で顕在化していなかった体験や性格等に関連した個体側要因が前記スト

レスをきっかけに発現し，これによりうつ病が発症したものと解するこ

とは十分可能である。

したがって，当該公務自体が，社会通念上客観的にみて，うつ病を発

症させる程度に過重であると認められない本件においては，Ｐ１のうつ

病の発症につき公務起因性を認めることはできないというべきである。

また，付言すれば，本件請求は，Ｐ１の自殺が公務によるものである

との認定を求めるものであるところ，①前記認定事実のとおり，Ｐ１の

うつ病の症状は，平成１２年４月に休職してから，その治療を受けるこ

とによって同年６月ころにいったん軽快したものの，その後，職場復帰

の日が近づくにつれて，再び症状が悪化しているところ，これは，復職

という問題が現実化した際，復職そのものに対する抵抗感・緊張感がＰ

１に強く生じ，これが同女にとって新たなストレスになったものとも解

され，そのストレスが，独自に，Ｐ１を自殺に向かわせるまでうつ病を

増悪させた可能性も否定できないこと（なお，原告は，Ｐ１が体験児童

の転入の可能性を危惧していた旨主張するが，前記認定のとおり，Ｐ１

は，平成１２年度もそのまま持ち上がりで本件養護学級の担任を希望し

ていたのであり，同児童の転入についてさほど心配していた様子は窺え

ず，また，平成１２年２月４日に体験児童の次年度の転入申請が取り下
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げられており，これをＰ１も認識していたことからすると，原告が主張

する上記危惧感というのは，体験児童の平成１３年度以降の転入に関し

てということになるが，仮にＰ１がそのような先のことまで気にかけ，

自己の精神障害を増悪させたというのであれば，これはむしろ，単なる

うつ病親和的病前性格を超えたＰ１の精神的脆弱性の存在を強く窺わせ

るというべきである。），また，②証拠（甲５０，乙８，１０，証人Ｐ

２６）によれば，本件発症後，Ｐ１には，典型的なうつ症状のほかに，

徐々に精神病的症状や更年期症状といった様々な症状の発現が認められ，

自殺念慮発作により自殺するまでうつ症状が増悪したのは，これらのＰ

１の抱える内因が相当な影響を与えたことが窺われること，さらに，③

証拠（甲２６の２，５０，乙８）によれば，Ｐ１は，平成１２年７月１

２日以降，自らの判断で，Ｐ５クリニックから処方された薬を飲んだり

飲まなかったりする状態であったことが認められ，このような服薬の方

法がうつ症状を増悪させることは経験則上明らかであること等に照らせ

ば，うつ症状によってした自殺行為によるＰ１の死亡が，β小学校で担

っていた日常の職務や実施された本件体験入学が有する公務の過重性に

よるものであったと認めることができないことは，なおさらである。

以上の次第で，本件全証拠によってもＰ１の死亡が公務によるもので

あると認めることはできない。

第５ 結論

よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり

判決する。

静岡地方裁判所民事第２部

裁判長裁判官 川 口 代 志 子
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裁判官 三 島 恭 子

裁判官 鈴 木 和 孝


